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令和８年第７２回沖縄県介護保険広域連合議会定例会会期日程表 

 
開会  ２月１３日        

会期 １日間 
閉会  ２月１３日        

 

目次 月日（曜） 会議区分 開議時刻 摘      要 

１ 

 

２月13日（金） 

 

本会議 

 

午前10時 開会 

 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

諸般の報告 

広域連合長の施政方針 

 

一般質問 

 

議案の審議 

報告第１号 専決処分の報告について 

同意第１号 沖縄県介護保険広域連合副広域連合

長の選任について 

同意第２号 沖縄県介護保険広域連合副広域連合

長の選任について 

議案第１号 第４次沖縄県介護保険広域連合広域

計画について 

議案第２号 沖縄県介護保険広域連合一般職員の

給与に関する条例の一部を改正する

条例 

議案第３号 沖縄県介護保険広域連合職員等の旅

費に関する条例 

議案第４号 沖縄県介護保険広域連合特別職の職

員で非常勤のものの報酬等に関する

条例の一部を改正する条例 

議案第５号 沖縄県介護保険広域連合介護保険条
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議案第６号 令和７年度沖縄県介護保険広域連合

一般会計補正予算（第３号） 

議案第７号 令和７年度沖縄県介護保険広域連合

特別会計補正予算（第３号） 

議案第８号 令和８年度沖縄県介護保険広域連合

一般会計予算 

議案第９号 令和８年度沖縄県介護保険広域連合

特別会計予算 
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令和８年第７２回沖縄県介護保険広域連合議会（定例会）会議録 

 

 令和８年第７２回沖縄県介護保険広域連合議会（定例会）は、令和８年２月１３日（金）沖縄県

介護保険広域連合（大会議室）に招集された。 

 

１．開会、閉会の日時及び宣告 

   開会（令和８年２月１３日 ： 午前１０時００分） 

   閉会（令和８年２月１３日 ： 午後 ２時３８分） 

 

   開会の宣告（議  長 松田 昌邦） 

   閉会の宣告（議  長 松田 昌邦） 

 

２．応招議員は、次のとおりである。 
 

議席番号 氏   名 

１ 島 袋 晴 美 

２ 大 山 美佐子 

３ 東 江 光 枝 

４ 島 袋 輝 也 

５ 仲宗根 須磨子 

６ 當 山 直 彦 

７ 眞栄田 絵 麻 

８ 仲 村 広 美 

９ 島 袋 義 範 

10 上 地 義 則 

11 東 江 清 和 

12 仲 村 龍 也 

13 新 垣 千 秋 

14 川 上 龍 太 

15 新 垣 貞 則 

 

 

議席番号 氏   名 

16 山 城 勝 貴 

17 宜 保 龍 平 

18 永 山 清 和 

19 仲 村   哲 

20 仲 里 賢 次 

21 玉 城 陽 平 

22 吉 永 将 志 

23 新 垣 一 史 

  

25 照喜名 英 雄 

  

27 比 嘉 元 美 

  

29 松 田 昌 邦 

  

３．不応招議員は、次のとおりである。
 

議席番号 氏   名 

24 西 田 吉之介 

26 渡 口   亮 

28 比 嘉 俊 伸 
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４．出席議員及び欠席議員は、応招議員及び不応招議員と同じである。 

 

５．本会議に職務のため出席したものは、次のとおりである。 
 

課  名 氏   名 

総 務 課 與那覇 祥 一 

 

 

課  名  氏   名 

総 務 課 徳 田 奈都女 

 

６．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため本会議に出席したものは次のとおりである。 
 

職  名 氏   名 

広 域 連 合 長 赤 嶺 正 之 

副広域連合長 長 浜 善 巳 

副広域連合長 上 原 一 宏 

事 務 局 長 糸 数 義 人 

 

職  名 氏   名 

総 務 課 長 宇地原   勇 

計画推進課長 大 城 朝 敏 

会 計 課 長 金 城 直 子 

認 定 課 長 伊 佐 英 明 

 

７．会議に付した事件は、次のとおりである。 

 

報告第１号 専決処分の報告について 

同意第１号 沖縄県介護保険広域連合副広域連合長の選任について 

同意第２号 沖縄県介護保険広域連合副広域連合長の選任について 

議案第１号 第４次沖縄県介護保険広域連合広域計画について 

議案第２号 沖縄県介護保険広域連合一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

議案第３号 沖縄県介護保険広域連合職員等の旅費に関する条例 

議案第４号 沖縄県介護保険広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例

の一部を改正する条例 

議案第５号 沖縄県介護保険広域連合介護保険条例の一部を改正する条例 

議案第６号 令和７年度沖縄県介護保険広域連合一般会計補正予算（第３号） 

議案第７号 令和７年度沖縄県介護保険広域連合特別会計補正予算（第３号） 

議案第８号 令和８年度沖縄県介護保険広域連合一般会計予算 

議案第９号 令和８年度沖縄県介護保険広域連合特別会計予算 
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令和８年第７２回議会（定例会）議事日程（第１号） 

２月１３日（金） 午前１０時 開会 

日程 議案番号 件         名 備 考 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

 

11 

12 

 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 

 

 

 

報告第１号 

同意第１号 

同意第２号 

議案第１号 

議案第２号 

 

議案第３号 

議案第４号 

 

議案第５号 

議案第６号 

議案第７号 

議案第８号 

議案第９号 

 

 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

諸般の報告 

広域連合長の施政方針 

一般質問 

専決処分の報告について 

沖縄県介護保険広域連合副広域連合長の選任について 

沖縄県介護保険広域連合副広域連合長の選任について 

第４次沖縄県介護保険広域連合広域計画について 

沖縄県介護保険広域連合一般職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例 

沖縄県介護保険広域連合職員等の旅費に関する条例 

沖縄県介護保険広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬等に

関する条例の一部を改正する条例 

沖縄県介護保険広域連合介護保険条例の一部を改正する条例 

令和７年度沖縄県介護保険広域連合一般会計補正予算（第３号） 

令和７年度沖縄県介護保険広域連合特別会計補正予算（第３号） 

令和８年度沖縄県介護保険広域連合一般会計予算 

令和８年度沖縄県介護保険広域連合特別会計予算 

議員派遣の件 

閉会中の継続調査の件 

 

 

 

 

 

報 告 

即 決 

即 決 

即 決 

即 決 

 

即 決 

即 決 

 

即 決 

即 決 

即 決 

即 決 

即 決 
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○議長 松田昌邦 ただいまから令和８年第72

回沖縄県介護保険広域連合議会定例会を開会い

たします。 

 本日の会議を開きます。 

 

○議長 松田昌邦 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第

118条の規定によって、議席19番 仲村哲議員

及び議席21番 玉城陽平議員を指名します。 

 

 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

 本定例会の会期は、本日の１日間にしたいと

思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 異議なしと認めます。した

がって定例会の会期は、本日の１日間に決定い

たしました。 

 

 日程第３ 諸般の報告を行います。 

 本定例会の会議に出席を求めた説明員の職、

氏名は、お手元にお配りました名簿のとおりで

あります。 

 次に、地方自治法第292条において準用する

同法第235条の２第３項の規定により、例月出

納検査の結果報告書が提出されていますので、

事務局にて閲覧に供しています。 

 ２月12日に全員協議会を開催しました。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

 

 日程第４ 広域連合長の施政方針を行います。 

 広域連合長。 

○広域連合長 赤嶺正之 議員の皆様、おはよ

うございます。 

 本日、令和８年第72回沖縄県介護保険広域連

合議会（定例会）の開会に当たり、一般会計及

び特別会計予算、諸議案の説明に先立ち、当広

域連合の令和８年度運営に関する所信の一端を

申し上げ、議員各位の御理解と御協力を賜りた

いと存じます。 

 当広域連合は平成14年７月30日に設立し、平

成15年４月の業務本格稼働から23年目を迎えよ

うとしており、構成する市町村も「市町村合併」

や「新規加入」などを経て、現在は29市町村に

至っております。令和６年度からスタートした

介護保険料均一賦課については３年目を迎え、

より一層の定着を図りながら、構成市町村の地

域特性を考慮し、「参加」と「協働」でつくる

包摂的な社会づくりを視野に、円滑な介護保険

制度の運営に取り組んでまいります。 

 介護保険制度の開始時、全国で2,204万人で

あった65歳以上の被保険者数は令和７年９月に

は3,619万人と1.64倍増加していますが、前年

に比べると５万人の減少となりました。一方、

総人口に占める高齢者の割合は29.4％と、過去

最高を更新しました。 

 要介護者及び要支援者の認定者数については、

制度開始時の年度末値256万人から令和７年１

月には暫定値で約720万人と2.8倍に増加してお

ります。 

 そのような中、全国で高齢化率の低い地域で

ある沖縄県においても、令和２年（2020年）の

国勢調査で65歳以上の割合が超高齢社会の水準

21％を超え、令和７年１月には23.9％となって

おります。 

 超高齢社会に突入した沖縄県における今後の

高齢化率は、令和８年（2026年）には24.4％、

令和12年（2030年）には26.1％に推移すること

が予想され、また、要介護者及び要支援者の認

定者数については、令和７年（2025年）1月の

65,016人以後、令和８年（2026年）には66,187

人、令和12年（2030年）には73,625人になると

予想されています。 

 当広域連合における高齢化率は、平成30年

（2018年）１月に初めて20％台に到達し、令和

３年（2021年）に22.6％、令和７年（2025年）
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には24.2％と増加の一途をたどっております。 

 また、要介護者及び要支援者の認定者数につ

いては、令和３年（2021年）の18,494人から、

令和７年（2025年）には19,106人となっていま

す。 

 本年度は、第９期介護保険事業計画の最終年

度を迎えます。計画期間中に団塊世代が75歳以

上に到達したほか、団塊ジュニア世代が65歳以

上となる2040年（令和22年）まで高齢者人口は

増加が続く見込みであり、また、要介護認定率

や介護給付費が急増する85歳以上人口について

も急激に増加することから、介護保険制度の持

続的発展のために保険者機能を発揮し、地域の

実情に応じた地域包括ケアシステムの深化・推

進や介護人材の確保、介護現場の生産性の向上

を図るための具体的な施策について業務を進め

なければなりません。 

 さらに、介護保険制度の円滑な運営を目指し、

総合的かつ計画的に施策を推進するための第４

次沖縄県介護保険広域連合広域計画が開始され

ることから、構成市町村と連携した広域的行政

運営の強化を図ってまいります。 

 最終年度となる第９期介護保険事業計画で設

定されている５つの基本方針、①地域包括ケア

システムの深化・推進、②地域支援事業の推進、

③介護・介護予防サービス基盤の整備、④介護

保険事業の適正化、⑤介護保険サービスの平準

化を柱として、国が、第９期介護保険事業計画

の基本指針として示した３つの施策、①介護サ

ービス基盤の計画的な整備、②地域包括ケアシ

ステムの深化・推進に向けた取組、③地域包括

ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現

場の生産性向上の推進についても、地域共生社

会に向けた中核的基盤となる地域包括ケアシス

テムの深化・推進を目指し、2040年を見据えた

中長期的な人口動態と介護ニーズを適切に把握

し、介護サービス基盤を計画的に確保すること

とし、高齢者が住み慣れた地域において生涯を

通して自分らしく健康で明るく、社会の一員と

しての役割を担い、生きがいをもって豊かに暮

らしていくことができる「介護保険制度」を目

指す決意のもと、国の方針に沿って、構成市町

村と連携しながら共に業務に取り組んでまいり

ます。 

 また、当広域連合を取り巻く状況は、少子高

齢化の進展や介護人材不足、医療・福祉の地域

格差など、かつてない課題に直面しています。

「誰もが住み慣れた地域で、自分らしく安心し

て暮らし続けられる社会」を実現することが、

私たちの変わらぬ使命です。 

 本年度は、第９期介護保険事業計画で掲げた

基本方針や基本指針の着実な達成と、第10期計

画への円滑な移行に向け、地域包括ケアシステ

ムの深化・推進を柱として、各施策に全力で取

り組んでまいります。 

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進。介護

保険制度の持続可能性を維持しながら、高齢者

が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮

らしを人生の最後まで続けることができるよう、

医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的

に提供される地域包括ケアシステムの深化・推

進を支援してまいります。 

 具体的取り組みとして、構成市町村における

①在宅医療・介護連携の推進、②認知症施策の

推進、③生活支援・介護予防サービスの基盤整

備の推進、④地域ケア会議の推進、⑤高齢者の

居住安定に係る施策との連携、⑥介護に取り組

む家族等への支援の充実、⑦高齢者虐待防止の

対策、⑧地域包括ケアシステムを支える人材の

確保と質の向上、⑨災害及び感染症に対する備

え、合計９つの取り組みを支援してまいります。 

２ 地域支援事業の推進。高齢化の進展により

介護ニーズは今後さらに増加する見込みです。

地域のつながりを維持し、住民主体のサービス

を活用することは、介護予防や重度化防止に大

きく寄与します。 
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 このため総合事業の推進を継続し、住民・

NPO・民間企業等の参画による多様なサービス

の充実と地域の支え合い体制の構築を進めます。

地域支援事業推進員による市町村支援を強化し

ており、市町村相談会、生活支援体制整備事業

アドバイザー派遣、地域分析データの提供など

を通じ、地域支援事業の効果的な実施を推進し

てまいります。 

 保険者機能強化推進交付金については、評価

指標の得点向上を目指し、市町村の取組状況を

分析しながら連携を強化します。令和６年度の

要綱改正により活用が広がり、申請自治体は令

和６年度21市町村から令和７年度23市町村に増

加しました。保険者努力支援交付金についても

国の動向を踏まえ、介護予防や健康づくりに効

果的に活用できるよう関係機関と連携し、市町

村の実情に応じた事業推進を支援します。 

 重層的支援体制整備事業については、地域共

生社会の実現に向けた重要な施策として位置づ

け、市町村の取組状況を踏まえつつ、市町村と

連携し、相談支援、参加支援、地域づくり支援

が一体となった体制の構築を推進するとともに、

広域連合として必要な支援・調整を行い、計画

的な体制整備を進めてまいります。 

３ 介護・介護予防サービス基盤の整備。高齢

者が住み慣れた居宅や地域で生活を継続できる

よう、地域密着型サービスを中心とした介護サ

ービス基盤の整備を進め、今年度は介護保険事

業計画の最終年度となることから、未整備サー

ビスの状況を市町村と共有し、対応を進めてま

いります。 

 また、高齢者が安心・安全に適正なサービス

を利用できるよう、介護サービス事業所に対し

ては、運営指導及び集団指導を計画的に実施し、

サービス提供体制の確保に向けた指導・助言を

行うことで、サービスの質の維持向上に取り組

んでまいります。 

４ 介護保険事業の適正化。第９期介護保険事

業計画の保険料収納率向上対策で掲げた、①確

実な収納が見込まれる口座振替の勧奨強化やコ

ンビニ収納・スマホ決済等多様な納付方法の周

知、②初期滞納者（現年度分）への徴収対策の

実施、③納付資力のある滞納者に対する法的処

分（差押）の強化の３項目を重点施策として、

収納率向上の推進に取り組んでまいります。 

 また、離島町村の滞納徴収対策として関係町

村と連携強化を図りながら、広域連合職員によ

る訪問を行い、被保険者への納付指導及び保険

料徴収に取り組みます。 

 広報活動については、介護保険制度の意義・

必要性を周知するため、構成市町村の広報誌へ

掲載を依頼するとともにホームページ、パンフ

レット等を利用して被保険者の納付意識の向上

を図ってまいります。 

 要介護認定業務については、介護サービスを

利用する前提となる重要な業務であることから

要介護認定調査員及び要介護認定審査事務員の

技術向上を図るため、認定調査員を対象とした

厚生労働省要介護認定適正化事業（ｅ-ラーニ

ング等）の活用や県主催の認定調査員等現任研

修への参加などに積極的に取り組み、要介護認

定の適正化に努めてまいります。 

 介護給付適正化の取り組みについては、国の

指針に基づく主要三事業を中心に進め、自立支

援や重度化防止につながる適正なサービス利用

の促進、不適正給付の防止・是正に努め、高齢

者が安心して必要な支援を受けられる環境の整

備に取り組んでまいります。 

 また、地域包括ケアシステムの深化・推進に

向け、長期的かつ総合的な観点で職員の能力開

発を効果的に推進するため、研修内容の充実・

多様化に努め、職員の職務遂行能力向上を図っ

てまいります。 

５ 介護保険サービスの平準化。低所得者への

支援については、社会福祉法人と連携し、事業

を実施する法人の増加に取り組む等、社会福祉
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法人による生計困難者に対する利用者負担額軽

減制度事業等の充実を図ってまいります。また、

被保険者や家族、介護支援専門員や介護サービ

ス事業者等へ制度の内容を周知し、低所得者に

対する食費、居住費の負担軽減に取り組んでま

いります。 

 離島等市町村に対する支援については、被保

険者が必要なサービスを受けられるよう、引き

続き沖縄県や構成市町村、サービス事業者と連

携して離島等支援事業を実施し、介護サービス

の確保に取り組んでまいります。 

 設立当初から３ランク制による不均一賦課を

採用しておりました介護保険料が、令和６年度

から均一賦課方式となったことを踏まえ、介護

保険サービスの平準化について、地域支援事業

の充実や同事業推進員による支援及び組織改編

等により市町村支援の取り組み強化を図ってお

ります。 

６ 情報等の周知について。介護保険制度への

理解を促すため、年２回の広報誌を発刊し、介

護保険制度を分かりやすく伝え、市町村の取り

組みを紹介するなど紙面の充実を図っています。 

 ホームページについては、被保険者や家族、

介護サービス事業者等の利便性や操作性を向上

させたほか、各課からの情報については、電子

版広報誌「ひじゃばしだより」を活用し、さま

ざまな情報を公開するなど、引き続き内容の充

実に努めてまいります。 

 以上、第９期事業計画の最終年度となる令和

８年度の当初予算は、これまでの事業評価等を

踏まえ、「地域包括ケアシステムの深化・推進」、

「地域支援事業の推進」、「介護・介護予防サー

ビス基盤の整備」、「介護保険事業の適正化」、

「介護保険サービスの平準化」の５つの基本方

針に基づき予算を編成し、一般会計1,633,796,000

円、特別会計38,909,658,000円となっておりま

す。 

 本年度で３年目を迎える保険料の均一賦課方

式については、より一層の定着と運用の適正化

を図ってまいります。高齢者一人ひとりが尊厳

をもって暮らせる社会を守り続けるため、多様

化する介護ニーズに迅速かつ的確に対応すべく、

積極的な事業の推進、常に業務体制の見直しや、

財政の効率的・効果的運用を図りながら、介護

保険制度の健全運営に努めてまいります。 

 介護保険制度は、構成市町村の皆様一人ひと

りの力によって支えられています。当広域連合

は、構成市町村、関係団体、そして議会の皆様

と力を合わせ、地域包括ケアシステムの深化と

介護保険制度の安定運営に全力を尽くしてまい

ります。 

 議員各位におかれましては、今後も、なお一

層の御理解と御協力を賜りますようお願い申し

上げ、令和８年度の施政方針と致します。 

 令和８年２月１３日 

沖縄県介護保険広域連合長 赤嶺正之 

 

○議長 松田昌邦 日程第５ 一般質問を行い

ます。 

 発言の時間について申し上げます。本日の一

般質問についての発言は、同一議員につき15分

以内といたします。順次発言を許します。 

 議席２１番 玉城陽平議員の一般質問を許し

ます。 

 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 それでは一般質問を始め

させていただきたいと思います。今朝、地震が

あったのは皆さん、気づきましたか。今回は災

害について取り上げたいと思っていますので、

よろしくお願いします。質問事項１（１）まで

こちらで読み上げて、それ以外は自席で行わせ

ていただきます。 

 大問１．大規模地震発生時における介護保険

広域連合の業務継続体制を問う。（１）読谷

村・嘉手納町が大きな地震被害を受けた場合、

広域連合としてどのような被害を想定している
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か。お願いします。 

○議長 松田昌邦 総務課長。 

○総務課長 宇地原勇 お答えします。（１）

沖縄本島周辺で発生する大規模地震により、読

谷村、嘉手納町を含む圏域では、建物被害のみ

ならず、津波浸水や交通、ライフラインの寸断

など、広範囲な被害が予測されます。当広域連

合として想定される主な影響としまして、デー

タ管理・給付処理を行うシステム機能の停止等

による事務処理の遅延等が想定されております。

以上です。 

○議長 松田昌邦 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 答弁ありがとうございま

す。それでは確認したいのですが、嘉手納町、

読谷村辺りの地域防災計画などで、地震被害が

具体的にどんな地震で震度がどのくらいでとか、

そういうことを今まで検討されたことはあるの

でしょうか。 

○議長 松田昌邦 総務課長。 

○総務課長 宇地原勇 お答えします。その次

の答弁にも出てくるのですが、避難訓練を行っ

ていまして、目標設定として沖縄県津波浸水想

定調査及び沖縄県津波被害想定調査を参考に、

読谷村都屋への第一波の到達時間が地震発生か

ら24分、最高津波水位が16メートルと想定され

ていて、都屋から第一波到達から比謝矼55付近

へ津波が到達するまでおおよそ３分から８分と

想定し、安全の確保から商業施設への避難訓練

を実施しております。それを想定しております。

以上です。 

○議長 松田昌邦 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 答弁ありがとうございま

す。直後の災害とか津波に関することもそうな

のですが、人身以外の想定調査の中で石川－具

志川断層系の地震が震度６強から７ぐらいで、

マグニチュード７規模の地震というのが想定さ

れているものだと考えております。南部におい

ても沖縄本島南部スラブ内地震で同程度、震度

６弱、マグニチュード８程度で、南風原町の地

域防災計画を確認する中で、１か月後でも避難

所に4,000人の避難者がいて、避難所外への避

難者が9,000人とか、上下水道も４万人の南風

原町の人口だけでも１か月経っても1.4万人、

そのような形で被害が継続的に続いていくとい

うことが想定されるわけです。建物被害におい

ても全壊が1,100件、半壊が1,800件。それから

災害関連死においては70歳以上の方々が90％を

占めるというふうに考えた場合、介護保険広域

連合としても介護保険の業務の中でどうやって

それを継続していくのかということプラス、地

域における介護保険福祉をどうやって持続させ

ていくのかということに関してしっかり考えて

いかないといけないことなのではないかという

問題意識があるわけです。けれども、それぞれ

の市町村のほうは地域防災計画を策定しなけれ

ばいけないというところから、そういうことを

ふだんから考えるわけですけれども、介護保険

行政において広域連合はそのような義務がある

のかということを考えた際に、ほかと比較して

それは薄いものなのではないかと思ってはいる

のですが、そうすると結局、この検討というの

は弱くなってしまうということが非常に大きな

問題だと思っているわけです。それで、（２）

以降でまとめて質問したいと思います。 

 （２）介護保険者として最低限維持すべき業

務は何か。どのように継続する考えかお聞きし

たいと思います。 

○議長 松田昌邦 総務課長。 

○総務課長 宇地原勇 お答えします。介護保

険者として災害時に最低限維持すべき業務とし

て、介護サービス事業者との連携調整や給付費

の支払い、支出に係る現金の出納及び保管、指

定金融機関を通じて行う債権者への振込業務、

被災者に係る要介護認定などが挙げられますが、

関係機関と密に連携しながら情報を共有し、被

保険者の必要な介護サービスが途切れることな
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く継続できるよう体制整備に取り組んでまいり

ます。 

○議長 松田昌邦 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 答弁ありがとうございま

す。これは文書として共有されて、組織として

の体制になっているかという観点からですが、

その中で（３）まで行きます。 

 （３）派遣職員が多い組織構成を踏まえ、災

害時の安否確認、参集基準と招集について、ど

のように整理されているか。こちらをお願いし

ます。 

○議長 松田昌邦 総務課長。 

○総務課長 宇地原勇 お答えします。派遣職

員の安否確認については、職員自身の安全確保

を最優先とし、当広域連合で構築された被害時

等の連絡体制網を活用し、被災状況や出勤可否

の把握を行うことを想定しております。参集や

職員の招集につきましては、派遣元市町村にお

ける参集状況等も情報共有を行いながら、重複

や混乱の生じないよう配慮することが重要であ

ると考えており、一律の即時参集を求めるもの

ではなく、災害の規模や職員の被災状況、交通

事情等を総合的に勘案した上で判断することと

しております。また、職員の招集につきまして

は、安否確認の結果を踏まえ、必要最低限の人

員から段階的に行うこととしております。 

○議長 松田昌邦 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 答弁ありがとうございま

す。今お話しされたこととほとんど重なること

ですが、公式な形できちんと整理されて運用さ

れていますか。それから市町村の話なども聞き

取っていますかというところになると思ってい

るんですね。 

 それでは、（４）広域連合として、災害時対

応マニュアル、業務継続計画（ＢＣＰ）は策定

されているのか。こちらをお願いします。 

○議長 松田昌邦 総務課長。 

○総務課長 宇地原勇 お答えします。当広域

連合として災害時対応マニュアルは整備されて

おりますが、業務継続計画（ＢＣＰ）は策定さ

れておりません。災害時において介護保険制度

を安定的に運営する保険者として、業務継続の

在り方については重要な課題であると認識して

おり、他広域連合等を参考に、関係法令や国の

指針等を踏まえながら調査研究してまいります。 

○議長 松田昌邦 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 答弁ありがとうございま

す。（５）と（６）とも関連するので、それに

行ってから再質問というふうに考えていますが、

私のほうで調べたところ、令和元年改定の東三

河広域連合のほうが、支援対策業務継続計画を

既に出しております。こちらのほうを定めてい

るのが実際に参集の基準の話とか、そもそもＢ

ＣＰ自体、活動する範囲基準をどのように設定

するかとか、そういうものも実際に定められて

いるわけです。災害後１時間後ぐらいでどのぐ

らい集められるのかとか、１週間後だとどのぐ

らいなのかとか、その中でも業務の優先順位を

ＡＢＣで定めて、どれをどのぐらいのタイミン

グで始めていくかとか、そういうこともしっか

り定められているものがありますので、ぜひ事

例研究しながら取り組んでほしいのが今回の趣

旨であります。 

 もう少し細かく質問する前に、（５）（６）を

先に質問していきます。 

 （５）発災時において、構成市町村との情報

共有ルートはどうなっているか。広域連合が情

報を集約し、把握できるか。こちらをお願いし

ます。 

○議長 松田昌邦 総務課長。 

○総務課長 宇地原勇 お答えします。発災時

における構成市町村との情報共有につきまして

は、基本的には平時における連絡体制を活用し、

各市町村の担当部署や派遣職員を通じて行い、

情報収集を図ってまいります。 

○議長 松田昌邦 ２１番 玉城陽平議員。 
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○２１番 玉城陽平 答弁ありがとうございま

す。（６）まで行きます。 

 （６）広域連合として災害時を想定した訓練

やシミュレーションは実施しているか。実施し

ている場合、その内容と課題は何か。お願いし

ます。 

○議長 松田昌邦 総務課長。 

○総務課長 宇地原勇 お答えします。当広域

連合の災害時を想定した取組として、年に一度、

職員を対象とした避難訓練を実施しております。

今年度につきましては、地震及び津波の発生を

想定し、安全確保行動及び庁舎から徒歩で近隣

の商業施設へ移動する水平避難訓練を実施いた

しました。この訓練を通じて、実際の避難経路

や所要時間、職員間の連携方法などを確認する

ことができました。課題としましては、形式的

な訓練で終わらせることなく、訓練の実効性を

担保することと考えております。 

○議長 松田昌邦 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 答弁ありがとうございま

す。（２）（３）（４）（５）（６）、何回か再確認

していきたいのですが、派遣職員が多いという

場合には、そもそもどういう職員を集めるのか

とか、それとも集めるのが難しいのかとか、直

接的に被害を受けた市町村の場合は、その職員

はそこの市町村の職員としての動きをしたりと

いうのもあると思うのですが、その辺りは既に

定められていたり、検討されたりしているのか。

基準のほうは明確化されているのか。こちらは

いかがですか。 

○議長 松田昌邦 総務課長。 

○総務課長 宇地原勇 お答えします。当広域

連合は29市町村、北部の事務所、中部の事務所

があります。様々な居住地から職員が派遣され

ております。長い方で30キロ離れている方もい

らっしゃいます。そういう明確な参集方法はな

いのですが、先ほど議員のおっしゃられた他広

域連合を参考にして当広域連合に合ったＢＣＰ

の策定について調査研究してまいりたいと考え

ております。 

○議長 松田昌邦 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 答弁ありがとうございま

す。ＢＣＰはまだないというところから、これ

からのものだとは理解をしておりますが、情報

共有に関してもそれぞれの市町村という話があ

りましたが、それは事前に決めておかないとい

ざというときに動ける形ではないというのが大

前提なわけですよね。それぞれの構成市町村の

動きがあって、それも踏まえながらというふう

になると、明らかに混乱することが非常に明確

に分かっているといいますか、そういうことを

考えると、そもそも連絡体制をどのようにやっ

ていくのか、情報共有をどうするのか、集める

基準はどうなっているのか。それから先ほどの

話の中にもありましたが、非常時の優先順位は

そもそも何なのか。例えば東三河のほうですと、

先ほどの話とも重なるのですが、保険事業者と

の連絡調整、これがＡに位置づけられていたり、

障害を持っている方々に対しての認定調査のほ

うも優先度が高く設定されていたり、給付事務

とか資格関連の申請手続、認定、それも高いも

のとして設定されております。それから意思決

定者自体も被災するということを考えますと、

その階層をどのように決定していくということ

も非常に重要な話です。東三河の場合は第９階

層までつけられておりまして、最終的には総務

課長のほうでも決定できるという形の意思決定

の流れまで設定されております。先ほどの答弁

の話も、まずはそういうものを事例研究しなが

らやっていくという話ではあると思うのですが、

これまでなかなか制度上、構造的に検討する機

会が少ないといいますか、必ずやらなければい

けないわけではないような位置づけになってい

ると思いますので、ぜひこちらはしっかり意識

を変えてもらって、職員の皆様のほうでもどう

やって集まれるのかとか、避難訓練のほうも津
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波に対してのものだけではなくて、業務を継続

するために何ができるのか、どういうことをチ

ェックしていかなければいけないのか。そうい

うことを含めてしっかり検討してほしいと思い

ますが、こちらはいかがでしょうか。改めてお

願いします。 

○議長 松田昌邦 総務課長。 

○総務課長 宇地原勇 お答えします。議員の

おっしゃるご提案、ありがとうございます。災

害時の情報共有や応援体制の調整につきまして

は、まず都道府県が主体となるものと認識して

おります。広域連合として、こちらについては

法的位置づけや体制面の整備も必要であること

から、調査研究してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長 松田昌邦 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 答弁ありがとうございま

す。具体的なものはこれからだと理解しており

ますが、内容のほうが、令和５年に出した大規

模災害発災時における地方公共団体業務継続の

手引、これに基づきながらそれぞれの地方公共

団体がそれぞれ取り組んでいると思うのですが、

その中で広域連合や一部事務組合に対しても地

方公共団体と整合性の取れた業務継続性の確保

を要請する必要があるということは指摘されて

いるんですね。ということは、構成市町村のほ

うから本当は広域連合に対してこうやって継続

しなくてはいけないという話を、本当はそちら

側から来なければいけないものだと思っている

のですが、規模が大きかったり、なかなかそこ

まで踏み込めていないところもあるかと思いま

すので、ぜひ広域連合のほうから構成市町村に

対してもすり合わせをしていってほしいと考え

るわけですけれども、こちらはいかがでしょう

か。 

○議長 松田昌邦 事務局長。 

○事務局長 糸数義人 お答えいたします。基

本的には市町村から広域連合への投げかけだと

いうお話でしたが、29という数多い構成市町村

を抱えておりますので、そこは当広域連合が主

体となって、こちらから情報を共有して取りに

行くような流れを構築していきたいと考えてお

ります。ただ、その前提としまして、当広域連

合で定めておくべき、あるいは定めておいたほ

うがよかろう計画がございますので、その計画

の策定の進捗とにらみまして、整合性を取りな

がら進めていきたいと考えております。 

○議長 松田昌邦 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 ありがとうございます。

広域連合のほうでしっかり検討していくものか

ら先にというお話だと思いますけれども、タイ

ミング等、しっかり課長会議等でも取り上げて、

構成市町村全体と情報共有をしながら一緒に取

り組んでいってほしいというところまで改めて

お伝えさせてください。大問２のほうに移りた

いと思います。 

 大問２．災害時における福祉支援体制の具体

化と広域連合としての役割を問う。（１）令和

７年度の施政方針で述べた「災害時の見守り相

談支援や福祉支援体制の充実」「災害時におけ

る福祉支援等」について、具体的に何に取り組

んだのか。どのような成果・課題があったのか。

お願いします。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

本内容につきましては、災害時における福祉支

援に基づき、構成市町村と連携しながら業務に

取り組んでいくことを位置づけたものでありま

す。現在のところ、連携しながら広域連合が取

り組める内容が発生しておりません。以上です。 

○議長 松田昌邦 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 これは昨年の施政方針の

中で具体的に言及されているのですが、それが

今のところないという話になるのですか。先ほ

どの答弁だと検討するものがないように聞こえ

たのですけれども、いかがでしょうか。 
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○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

施政方針に位置づけている内容につきまして、

実際災害時に福祉支援に基づいて取り組むとい

うことになっているのですが、具体的に災害が

発生しているということもなく、実際に広域連

合が何に取り組んでいくかというのは、まだそ

の事情が発生していないという状況であります。 

○議長 松田昌邦 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 答弁ありがとうございま

す。災害が発生したら取り組むものということ

になるのですか。基本的には、この制度自体が

発災した場合に、どのように取り組んでくださ

いというのは整備されていたとしても、それが

出てきてからでいいという話ではないと思うん

です。現時点でそのときにどのように対応して

いくのか。今からやるべきことは何なのかとい

うのは、確実に必要なことだと思うわけです。

確かに施政方針でも述べたわけです。その辺り

をお願いします。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

この内容につきましては、具体的な内容につき

ましては、県のほうが策定する協議会であった

り、連携体制の確保、あとは災害があったとき

に災害支援チームを派遣する仕組みづくりが主

になっていて、実際災害が起こったときには広

域連合、行政とかはどのような取組があるのか

というのはまだ見えていないところがあるので

すけれども、今はそういう対応がまだ発生して

いないということで取り組めていない状況です。

以上です。 

○議長 松田昌邦 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 ありがとうございます。

既に都道府県で動いているものもあると思いま

すので、それも含めてしっかり検討して、広域

連合として何をしておくべきなのかということ

をしっかり調査研究してほしいと思いますが、

改めてお願いします。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

ほかの広域連合の状況も把握しながらというこ

となのですが、介護保険広域連合の場合は介護

保険しか行っていないというところもあります

ので、そういうところがどのような対応が取れ

るのかということも含めて検討してまいります。

以上です。 

○議長 松田昌邦 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 答弁ありがとうございま

す。（２）に行きたいと思います。 

 （２）被害が大きい地域と小さい地域の状況

を俯瞰できる立場を生かし、情報共有、応援体

制の調整、人的・制度的支援の橋渡しを行う考

えはあるか、お願いします。 

○議長 松田昌邦 総務課長。 

○総務課長 宇地原勇 お答えします。災害時

における対応や応援体制の調整については、基

本的には各市町村や関係機関が主体となって行

うものと認識しております。当広域連合として

は、構成市町村の被害状況に関する情報収集や

共有を通じて、間接的に状況を把握し、介護関

係の支援制度に関する情報提供を行ってまいり

ます。 

○議長 松田昌邦 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 答弁ありがとうございま

す。そのまま次まで行きます。（３）（４）（５）

をまとめて行きたいと思います。 

 （３）構成市町村の個別避難計画の策定状況

について、広域連合としてどのような認識を持

っているか、お願いします。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

個別避難訓練計画につきましては、災害対策基

本法に基づき、市町村が主体となって策定・管

理する計画であることから、広域連合において

全体的に把握する立場にはございません。以上
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です。 

○議長 松田昌邦 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 答弁ありがとうございま

す。このまま（４）（５）まで行きます。 

 （４）介護保険関連施設（特養・老健・通所

系等）を福祉避難所として位置づける意義をど

う考えるか、お願いします。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

介護保険関連施設を福祉避難所として位置づけ

る意義は、専門職の確保等が行いやすいことか

ら有用であると考えております。 

○議長 松田昌邦 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 答弁ありがとうございま

す。 

 （５）地域ケア会議で災害時対応・避難支援

をテーマとして検討するよう助言していくこと

を提案するがどうか、お願いします。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

地域ケア会議とは、個別課題の解決やネットワ

ーク構築、地域課題を協議する場であることか

ら、災害時対応・避難支援をテーマに検討する

ことはなじまないものと考えております。 

○議長 松田昌邦 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 答弁ありがとうございま

す。再質問をしていきたいと思います。 

 （３）の個別避難計画の策定状況を把握する

立場ではないというお話だったと思うのですが、

避難者の名簿について策定するということ自体

は、既にほとんどの市町村の九十何パーセント

でやられてはいますが、具体的に個別避難計画

という話になると非常に策定が難しい。これは

行政主体でやるというのも非常に難しい。規模

も大きいわけですし、人数も多くてというとこ

ろから、それぞれの市町村においてなかなかで

きていないものだと。それでどうやってこれを

進めていくのか考えていきたいと思っておりま

して、介護保険行政に関わる広域連合としても

非常に重要なテーマだと思っているんですね。

直接的な主体は市町村かもしれないのですが、

その場合、市町村があまり進んでいない状況を

見ながら、それは市町村がやることだからとい

うだけではまずいのではないかと思っているわ

けですね。地域ケア会議によって地域の課題を

取り扱うのになじまないというのは少しおかし

いのではないかと思ってしまうわけです。地域

の側で避難者に対して行動計画をつくって、き

ちんと避難していくというのをしなくてはいけ

ないはずで、しかも高齢の方々、災害関連死で

非常に多く亡くなられるということを考えると、

地域の課題じゃないわけはないと思うわけです

ね。直接的に市町村が、今まさにやらなければ

いけないことなのかというときに、これまでは

取り組まれていなかったかもしれないのですが、

地域ケア会議で検討される議題としてなじまな

いというのはおかしいのではないかとまず思う

わけです。地域の課題でしょうと思うわけです。

現時点で策定が進まないという状況を考えると、

いざ地震が起こったら、まさにそういう方々は

亡くなってしまいますという話になるわけです

けれども、地域の課題として考えるべきものだ

と思うのですが、改めてお願いします。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

今議員がおっしゃられるように、実際に地域の

課題ということではあるのですが、例えば基本

的に地域ケア会議というものは介護支援専門員

を中心に個別のケアの在り方を検討する内容に

なっております。ですので、一律的に災害のこ

とについてここで話し合ってくださいというの

はなかなか難しい。本来、災害については災害

の専門家が集まって審議するというのが理想的

な形なのかと思いますので、一律にここで審議

してくださいというのはなかなか難しいと考え

ております。以上です。 
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○議長 松田昌邦 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 答弁ありがとうございま

す。地域ケア会議自体は、個別の課題から地域

課題を抽出して取り組むという観点からすると、

個別の方々に関しては、この人の個別の避難計

画はできているのですかという話は、当然議題

として上がるべきことだと考えております。既

に先進地として取り組んでいる兵庫県丹波篠山

市などでは、そういう形でケアマネさんたちの

理解を進めるものを取り組んだりとか、介護保

険ケアマネジメントなどの災害時の話、防災リ

テラシー等をどう上げていくのかとか、災害時

のケアプランをどのように調整していくのかと

か、そういうこと自体もケアマネさんたちを中

心に既に行っているところがあるわけです。そ

れをするために専門職の研修を打ったりとか、

そういうことをしているということを考えます

と、まずはそういうところの事例をしっかり学

びながら何から始めるのか、どういうことから

やっていく必要があるのか、そういうことをま

ずしっかり調査してほしいと思うのですが、い

かがでしょうか。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

今の内容につきましては、こういう課題が出て

きたときに災害についても話し合うというのは、

もちろん広域連合のほうからこれはなじまない

からやらないでくださいというものではありま

せん。ただ、市町村のケア会議を持ちながら、

そのケア会議の中で必要な議論を行っていると

考えておりますので、災害についてもここで議

論するのかどうかについては、市町村の判断が

出てくるのかと考えております。 

○議長 松田昌邦 事務局長。 

○事務局長 糸数義人 補足させていただきま

す。基本的に普通地方公共団体、特別地方公共

団体、自治法上、役割が分かれております。そ

の役割にのっとって、当広域連合としてはまず

その役割を十分に担っていきたいというふうに

考えているわけです。議員がおっしゃる、根底

にある部分は十分理解しておりますが、ただ、

現実的に対応していくのかとなりますと、そこ

は一線は引かしていただきたい。特別地方公共

団体がゆえにやるべきことがあるというところ

で、その責任を全うさせていただきたい。その

ような考えから今回の答弁になっていることを

ご理解ください。 

○議長 松田昌邦 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 答弁ありがとうございま

す。それは分かりましたとそのまま受け取って

しまうとその先が続かないので、改めて言わせ

ていただきます。おっしゃることは理解してい

ます。それでも、こちらからも一定程度、何か

のタイミングで情報提供とか、こういうことが

必要ですよねというところをしながら、それぞ

れの市町村がやるべきことがきちんと進むよう

に、広域連合としても、特に広域に関わってい

るという観点から、ぜひ可能な範囲でできる範

囲でやってほしいというのが本来の趣旨ですね。 

 その中でもう少し、業務のところで取り上げ

たものとしましては、福祉避難所に関するとこ

ろなのですが、介護施設との関わりがある、事

業所との関わりがあるというところから、こち

らも何かしらの形で情報提供ができないかとい

うのが根底にあるわけですけれども、南風原町

であれば福祉避難所を設定しているのですけれ

ども、ほとんど児童福祉施設なんですね。ほと

んどが保育所という場合でも、実際災害が起き

たら高齢の方々がふだん利用している事業所に

行くであろうということも想定されるわけです

し、それから既に専門職としてのリソースがた

くさんあって、施設や設備もあると。そういう

ことを考えると、それ自体もしっかり定めてお

くことは必要ではないのか。そのように定めて

おくことによって、施設の職員間もうちにどう

いう方々が来るのかとか、利用者たちは、その
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ときにとりあえず避難してくるわけだよねとい

うのが見えてくるわけです。実際に先進的に取

り組んでいるところも含めてですし、国のガイ

ドラインのほうでも福祉避難所に設定して、受

入れ当事者の調整をするとか、こういう方々が

来るという名簿を設定するということをやって

いるところもあります。実際そういう動きが始

まってくると、施設側としても具体的にこうい

うことをやらなければいけないよねというのが

見えてくる上に、専門職の方々も意識が高まっ

ていくというふうに考えるわけです。そのよう

な中で利用者とその利用者の関係の方、施設の

方々も含めてそういう話をする機会というのが

増えてくるのではないかと。そういう中でサー

ビス担当者会議とかケアマネの取り持つ場の中

で、より議論の可能性が上がってくるのではな

いかというふうに考えておりまして、そういう

観点から地域ケア会議で取り上げてほしいとい

うことだったり、今回介護保険関連施設の位置

づけというのは重要なのではないかというお話

をしているわけですね。介護保険の事業者、施

設の方々に対しても、こういう取組があるとい

うことに関して、この中でまずは情報提供をし

ていってほしいわけですが、いかがでしょうか。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

まず、福祉施設を避難所として位置づけること

については、いろいろな市町村の状況もあると

思います。例えば安全性、老朽化のことも、実

際に避難したときに避難の場所は確保できるか。

もちろん利用者もいることから。事業所の運営

とかも関係してくると思いますので、すぐここ

にすべきだとはなかなか言えないところもある

のですが、実際に専門職がいるというところは

評価できるのかなと考えております。今お話が

ありました、事業者に対する情報提供につきま

しては、広域連合としましてもほかのところの

情報をいろいろ収集しながら、どのような情報

提供ができるのかというのをまた検討してまい

りたいと思います。 

○議長 松田昌邦 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 答弁ありがとうございま

す。個々の施設の状況等、市町村の状況も踏ま

えながらというのは十分理解しておりますので、

その上でどこだったらできるのか、どういうと

ころが整っているのか、そういうところに関す

る議論が必要なのではないかという話を、改め

てよろしくお願いします。 

 広域連合のほうでも上げたわけですけれども、

南風原町のほうでもしっかり取り上げていきた

いと思いますので、それぞれの市町村も議論を

進めていってほしいと思っております。これで、

私の一般質問を終わりにしたいと思います。あ

りがとうございました。 

○議長 松田昌邦 これで玉城陽平議員の質問

を終わります。 

 しばらく休憩します。 

休 憩 （午前10時59分） 

～～～～～～～～～～～～ 

再 開 （午前11時05分） 

○議長 松田昌邦 再開します。 

 次に、議席１８番 永山清和議員の一般質問

を許します。 

 １８番 永山清和議員。 

○１８番 永山清和 おはようございます。八

重瀬町の永山です。よろしくお願いいたします。

一括質問一括答弁方式で行いたいと思います。 

 質問事項１．第10期介護保険事業計画策定に

向けて。（１）令和８年度に第９期介護保険事

業計画が終了し、第10期介護保険事業計画の見

直し作業に入ると思います。第９期介護保険事

業計画の実績と評価をどのようにとらえ、第10

期策定に向けての変更点には何があるかお聞か

せ下さい。 

 質問事項２．構成市町村との連携と支援は充

分か。（１）介護保険事業計画推進の基本方針
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として３番目に構成市町村との連携と支援が示

されているが、その連携と支援をどの様に行っ

ているかお聞かせ下さい。 

 質問事項３．介護人材の確保についてどのよ

うに考えるか。（１）介護人材が不足すること

は周知の事実でありますが、その対応策につい

てお聞かせ下さい。 

 質問事項４．相談支援システムの共同購入は

可能か。（１）各市町村で利用している相談支

援システムを広域連合で一括して入札すること

で、システム調達にかかる費用を抑えることが

できると考えるが可能か。また、相談支援シス

テムとタブレット端末とを連携させることによ

って、相談支援者等の訪問の際のデータ入力作

業を省力化できないか。 

 再質問は自席で行います。よろしくお願いい

たします。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

まず、１．令和７年度の中間評価事業における

令和６年度の実績は、総給付費約314億円で、

おおむね計画どおり推移しています。認定の適

正化については、期限内認定の割合が大幅に向

上し、認定遅延の改善が図られております。地

域支援事業では、広域連合全体の52％に当たる

15市町村において、週１回以上の体操を実施す

る住民主体の通いの場が整備されました。また、

行政と関係者の連携構築や住民主体の「協議体」

の設置により、互助の活動を定期的に話し合え

る仕組みづくりに取り組んでおります。評価と

しましては、事業計画に定めた基本方針に基づ

き評価を行っており、全ての項目について、お

おむね計画どおりに推進できていると評価をい

ただいております。第10期事業計画策定に向け

ての変更点につきましては、国から具体的な指

針が明確に出ていないことから、現段階でお示

しすることができません。 

 次に、２．市町村との連携につきましては、

市町村長で構成する運営会議で年２回、構成市

町村担当課長会議を年に４回開催し、連携を図

っております。また、支援につきましては、地

域支援事業推進員を２名配置し、市町村支援に

取り組んでおります。 

 次に、３．人材不足への対応について、専門

職の活用については、専門職でしかできない業

務に従事していく必要があると考えており、専

門職でなくとも行える業務について、地域支援

事業でどのように構築していくかを市町村とと

もに検討しているところであります。 

 次に、４．相談支援システムについては、市

町村ごとに活用しているシステムが異なること、

住基との連携が必要になってくること等課題が

多く、広域連合でまとめて入札することは難し

いと考えております。また、タブレット端末の

活用については、連携が可能であれば業務の効

率化は図られると思われます。以上で答弁を終

わります。 

○議長 松田昌邦 １８番 永山清和議員。 

○１８番 永山清和 再質問を行いたいと思い

ます。 

 まず、１の事業計画策定に向けて、おおむね

計画どおりにできているという答弁でしたが、

９期、10期に関しての変更点は県からの指針が

ないということでした。認定あるいは支援に関

しても、おおむね計画どおりだということです

けれども、計画書の中での変更点みたいな、今

手元に計画書があるのですが、計画書の中でど

の辺を変えたいということはありますか。答弁

お願いします。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 これは10期に向け

てどのように変えていくかということでよろし

いでしょうか。 

 具体的な計画書に合わせての変更については、

まだ国のほうから具体的な内容が出ていないと

いうところで、どこをどのように変えていくと
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いうのはなかなか言えないところなのですが、

ただ現時点で出ている部分については、地域支

援事業の評価の仕方というのは大幅に変更が考

えられております。ですので、実際地域支援事

業の評価自体が市町村ごとの評価になっており

まして、それをどのように広域連合の計画に載

せるかというのは、事業所とも話し合いながら

検討をしているところであります。以上です。 

○議長 松田昌邦 １８番 永山清和議員。 

○１８番 永山清和 ありがとうございます。

計画どおりに進んでいるということであれば評

価もできるとは思うのですが、市町村としては

その辺はどうなのかという、私の中では思って

いるところがあって、特に２の構成市町村との

連携と支援に関して、地域支援事業推進員を派

遣してという答弁があったかと思うのですが、

この地域支援事業推進員の派遣回数とか、ある

いは地域支援事業推進員が実際どういう形で各

市町村と関わっているかというところを少しお

話しください。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

実際、地域支援事業推進員については、市町村

に少なくとも２回から３回は入っていると思い

ます。基本的には地域包括ケアシステム全体に

ついて、その市町村ごとにできているところ、

できていないところというのを確認しながら、

どういうやり方が一番いいのかというのを検討

しているところであります。それとあわせて、

国のモデル事業とかを実施している市町村、リ

エイブルメントであったり、生活支援体制整備

事業というところも含めて、あった場合には一

緒に広域連合の推進員も入って協議に参加した

りというのを行っております。あと、広域連合

独自に行っている生活支援体制整備事業、協議

体の設置というところで、住民主体で協議がで

きる場の設置を、先進地をモデルに広域連合で

も進めているところであります。３回、４回入

っている場合もあるのですが、基本的には２回

から３回、多いところでは５回、６回入ってい

るところもあるということであります。以上で

す。 

○議長 松田昌邦 １８番 永山清和議員。 

○１８番 永山清和 地域支援事業推進員が市

町村に関われば関わるほど、すごくいい内容に

なっていくのではないかと思うのですが、数値

的な考え方としてどのように考えるかなのです

が、十分連携できているのか。連携できている

のを100とした場合、広域連合として市町村と

の連携はどのくらいできているのですか。それ

があるのでしたらお聞かせください。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 今のは感覚的なこ

とということでよろしいでしょうか。 

 基本的には、市町村に実際入って、市町村担

当と話をしながら助言というか、一緒に考える

体制を取っているというところではありますが、

市町村からすると推進員が入ってヒアリングを

していくというところで、どうしてもヒアリン

グする立場とされる立場というところ、その垣

根がまだあるところもあるという話は聞いてい

ます。実際回って話ができているというところ

では、ある程度できているのかと思いますが、

深く市町村と連携が図られて、支援する体制が

100％整っているかというと、なかなか100まで

はいかないと思います。ただ、実際に回れば回

るほど、どんどん内容は充実していっていると

いうところがありますので、今後どんどん推進

していければと考えているところです。以上で

す。 

○議長 松田昌邦 １８番 永山清和議員。 

○１８番 永山清和 数値的に出すには難しい

のかと思いますが、運営会議が２回、それから

課長会議を４回行っていて、私からしたら前回

の一般質問の中でもお聞きしたのですが、どう

しても介護予防とか、そういう支援員の力とい
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うのはとても大事になるので、そういう人をも

っと増やしてほしいというのがあるんですよね。

今のところ、その支援員が何人で、それから先

ほど地域の生活支援体制整備事業の中の職員向

けというか、地域の担当者向けにどういう研修

制度でどういうことをやっているのか。私は八

重瀬町の中で生活支援体制整備事業の職員自体

が、その協議体を立ち上げるところまで関わっ

ていないのではないかというのがあって、そこ

のところ、協議体の在り方、生活支援体制整備

事業の在り方がちょっと違うのではないか、方

向性がずれていないかというのが感覚的にあっ

て、それからすると生活支援体制整備事業の担

当職員に対する研修制度、研修をしっかり打ち

込んで、こういうことを業務としてやりますと

いう研修もやらないといけないのではないかと

いうのがあるんですね。支援員を増やして、生

活支援体制整備事業の担当職員に対する研修制

度をしっかりとして、スキルアップをさせるよ

うな取組もしてほしいのですがいかがでしょう

か。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 ありがとうござい

ます。実は地域支援事業推進員については２名

体制で実施しておりまして、実際に行って話を

するだけではなくて、市町村ごとにどの市町村

がどのぐらい進んでいるのかということを全て

データ化というか、紙に起こしていて、次に入

るときにはという支援も含めて行える体制を整

えております。あと、生活支援体制整備事業に

つきましては、最終的な目標については地域で

高齢者を支える体制づくりというのが最終的な

目標となっていて、そのコーディネートをして

いくのが生活支援コーディネーターの配置とい

うものになっております。市町村においては、

生活支援コーディネーターについてはほとんど

配置されているところですけれども、やはり協

議体というのがなかなか地域住民であったり、

いろいろな関係者を集めて協議体を設置するの

ですが、これは役場がやるべきではないかとか、

しっかり地域のことを話し合う体制ができてい

るかというと、なかなか難しいところはまだあ

ると思います。広域連合としましてもヒアリン

グをしながら、その中で協議体の設置がまだう

まくいっていないところについては、モデル事

業を活用しながら協議体を設置してみませんか

ということでいろいろ声かけしながら入ってい

るところであります。協議体の考え方としまし

ては、まず協議をする以前に、地域のことを話

し合う仲間づくりというのが基本的なコンセプ

トとしてあります。ですので、仲間になればそ

の地域のことをいろいろ話し合いながら、自分

たちでも解決することを想像していけるだろう

というところがありまして、それは29市町村一

遍にできるかというと、講師の先生は一人しか

ないというところもあって、段階的に必要なと

ころから入っていっているという状況でありま

す。最終的には、全ての市町村に入っていけれ

ばと考えております。以上です。 

○議長 松田昌邦 １８番 永山清和議員。 

○１８番 永山清和 連携会議が年に２回、そ

れから課長会議が４回ということからすると、

それ以外のところで今、生活支援体制整備事業

の中のコーディネーターの研修もぜひとも進め

ていただきたい。支援員が各市町村に行ってい

てはきりがないので、コーディネーターに来て

もらって、「こういうことをやる」というのを

もっとはっきりと打ち出したほうがもっと進む

のではないかと。実際は協議体をつくるという

体制づくりの話ではなくて、個別支援に走って

しまっているようなところがあるような感じが

していて、個別支援ではなくて、個別支援とは

違う協議体、こういう話をする場、こういう体

制をつくっていくという互助ですね。最近は互

助というのは近所とかという言葉が聞こえるの

ですが、その互助と言い換えた形をはっきりと
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つくるというのを、コーディネーター等に対す

る研修制度をやっていったほうがもっと手っ取

り早く進むのではないかと思うのですが、いか

がでしょうか。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

実際、生活支援コーディネーターの研修につい

ては、県のほうも実施しておりまして、全国の

ほうでもＳＣカフェという支援コーディネータ

ー専用のサイトがあって、いろいろな情報発信

というのを行っているところであります。今お

話があったように、広域連合としましても生活

支援体制整備事業のモデル事業をやっています

ので、その講師を使って全体に対する研修がで

きるかどうかについては、また検討してまいり

たいと思います。以上です。 

○議長 松田昌邦 １８番 永山清和議員。 

○１８番 永山清和 ありがとうございます。

介護保険広域連合と各構成市町村との連携もと

ても大事です。できれば大城課長に、どこの課

長の名前はご存じですかと聞きたいのですが、

それぐらい連携していただきたいのです。ここ

の担当課長の名前は何というぐらい、それぐら

い関わってほしいわけです。広域連合と各市町

村との連携も大事なのですが、もう一つあって、

各市町村同士の連携が大事だと思います。広域

連合対構成市町村ではなくて、構成市町村同士

の連携も必要なのです。それからすると、そう

いう機会をつくる場を広域連合のほうで企画し

ていただきたいのですがいかがでしょうか。 

○議長 松田昌邦 事務局長。 

○事務局長 糸数義人 お答えいたします。永

山議員も行政出身ですのでご存じだと思います

が、以前は勉強会、研究会なる名称において南

部・中部・北部とかという形で開催されており

ました。そういう部分は必要性に応じて、自発

的に地域の担当者たちからやらなければ、やら

され感が生じてきて、「これは広域がつくれと

言ったからつくったんです」という逃げ道づく

りにも実際なります。したがいまして、ニーズ

があるそういう職員たちから自発的につくって

いただきたいと、むしろ逆にこちらとしては思

っているところです。そうすることによって、

広域連合とある町が情報を共有したのが、その

組織の中でまた情報共有されていくというよう

な効率化も図られるのかと考えております。以

上です。 

○議長 松田昌邦 １８番 永山清和議員。 

○１８番 永山清和 各郡区ごとに事務研究会

みたいなのが確かにありました。行政改革の一

環でほとんどの事務研究会等がなくなってしま

って、各市町村どちらかというと孤立的な、あ

るいはネットを通しての情報収集とかになって

しまって、この辺、赤嶺広域連合長は南風原町

の町長でもありますので、そういう事務研究み

たいなものを私自身はもう一回、事務研究会を

立ち上げて、各市町村の横のつながりをつくっ

ていくような取組ができないのかということで

市町村の一般質問の中で質問したいと考えてい

るところです。以前、私が担当している頃は、

南部地区だけでやったこともありますが、その

後どうなっているかは分からないのですけれど

も、それをやることによって、今度は豊見城市

で集まって、お互いどういう事業をやっている

のか、そういう視察もしながら懇親会もやった

り、今回は与那原町でやりましょうねとか、今

回は南風原町でやりましょうねとかというふう

に定期的にやっていたんです。そういう意味で

は、お互い困ったときは各市町村の担当課長で

もいいし、あるいは担当者同士のつながりがで

きるので、すごく業務が進んだのではないかと

いう思いがあって、その辺も含めて広域連合と

の連携も必要ですが、各市町村との連携も必要

ですという話をしたかったわけです。ありがと

うございます。でも、もう少し広域連合のほう

にも音頭取りはお願いしたいと思うところもあ
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りますので、よろしくお願いします。 

 次に、３の介護人材の確保についてですが、

これに関しては昨年５月の新聞で、介護サービ

ス事業所の37.5％が赤字経営だと。特養などの

施設系が44.8％、訪問介護などの住宅系が

35.6％。介護報酬の切り下げがあって、いろい

ろな形で訪問介護事業所が赤字経営に陥ってい

る、あるいは閉鎖に至っているというのがあっ

て、その中にもう一つ、介護人材、働く人がい

ないということになって大変苦しんでいて、そ

の辺の介護人材の確保をどうするかというとこ

ろで大変気になっております。その辺に関して

は、また次の新垣議員のほうでも質問しますの

で、これはこれで終わりたいと思います。 

 ４の相談支援システムの共同購入は可能かと

いうことに関して、昨日の全員協議会の中で予

算の件がありまして、200台あまりのパソコン

を買うと。これは各市町村に１台ずつという発

想でよかったですか。 

○議長 松田昌邦 総務課長。 

○総務課長 宇地原勇 令和７年度でパソコン

の入れ替えを行っている途中でありますが、市

町村の規模によって台数は違います。１台もあ

れば２台、３台のところもあります。以上です。 

○議長 松田昌邦 １８番 永山清和議員。 

○１８番 永山清和 それとの関連で、八重瀬

町の場合は相談支援システムの中でワイズマン

というのを使っているのですが、それの切り替

えも各市町村単位でやるよりは、広域連合が関

わってくれたらというのがあって、実は国保連

合会辺りがそういう形で全市町村の部分を一括

して各市町村、必要台数に応じて「うちは５台

欲しい」とか、あるいは「１台、２台でいいよ」

というところもあるのでしょうが、そういうの

を一括して聞き取って、一括して発注して、そ

うすることで費用が抑えられたという事例があ

るものですから、その辺も相談支援システム、

当然そのシステムがタブレットと連携したよう

な形になれば、相談員もケアマネとの連携もも

っとやりやすくなるし、業務ももっと効率化で

きるということからして、そういうこともでき

たらと思っていたのですが、再度、この件に関

して答弁をお願いします。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

今お話のあった介護保険のシステムであったり、

国保連がどのような経緯かは分からないのです

が、広域連合が連携するための介護保険関連の

システムについては、もちろん広域連合が統一

して導入を行うのですが、今の相談支援システ

ムについては市町村単独で買っている状況があ

ります。ですので、構成市町村の中にも創和ビ

ジネスマシンズであったり、ＯＣＣであったり

ということで違うシステムを使っているところ

も複数あって、その中で一個の相談支援システ

ムに統一してくださいというのはなかなか難し

いのではないかというところで、統一しての導

入は難しいのかと考えております。以上です。 

○議長 松田昌邦 １８番 永山清和議員。 

○１８番 永山清和 ありがとうございます。

以上です。 

○議長 松田昌邦 これで永山清和議員の質問

は終わります。 

 次に、議席１３番 新垣千秋議員の一般質問

を許します。 

 １３番 新垣千秋議員。 

○１３番 新垣千秋 皆さん、こんにちは。早

めに終わりたいと思います。通告に従い、一般

質問を行います。一問一答方式ですので、まず

１つ目の質問事項から行きます。 

 質問事項１．高齢者虐待について。質問要旨

（１）介護施設での従事者による虐待と養護者

による虐待の件数の推移を伺います。 

 再質問は自席で行います。よろしくお願いし

ます。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 
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○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

事故報告書による虐待件数は、令和６年度０件、

令和７年度は１月末時点においては３件ありま

す。 

○議長 松田昌邦 １３番 新垣千秋議員。 

○１３番 新垣千秋 令和６年度が０件、令和

７年度は３件ということです。（２）の質問要

旨に移りたいと思います。 

 （２）介護の質や虐待対策はどのようなもの

をつくっているのか、どのようになっているの

か伺います。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

事業所から提出される事故報告書を通じて、改

善点の把握や再発防止の指導を行うとともに、

集団指導において事故報告の内容を周知し、虐

待の未然防止に努めております。また、運営指

導においては、虐待防止の指針や研修の実施状

況、担当者の配置状況等を確認し、必要な助言

を行っております。以上です。 

○議長 松田昌邦 １３番 新垣千秋議員。 

○１３番 新垣千秋 ありがとうございます。

まず再発防止、今の答弁の中で集団指導という

ところがありました。これはどういう形で行っ

ているのか、詳しく伺ってもよろしいですか。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 集団指導におきま

しては、ウェブでの集団指導を行っております。

こちらで動画を撮影して、その動画を事業所に

周知して、視聴していただくという形で行って

おります。 

○議長 松田昌邦 １３番 新垣千秋議員。 

○１３番 新垣千秋 その集団指導は、ウェブ

を活用して事業所が観ていくということですの

で、事業所の時間とかも十分に合わせて、しっ

かり観ていただいたら有効かと思うのですが、

これは観た、観ていない、また中を観てのチェ

ックテストみたいな、感想というか、報告書み

たいなもので指導に対しての理解度を図る確認

というのは何かしら行っているのか伺います。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

集団指導につきましては、実際視聴が終わった

後には、視聴したということで報告を受けるよ

うになっております。その中で、今お話があっ

たようなチェックリストであったり、評価とい

うのはなかなか難しいのですが、事業所からの

意見、観てどうだったのか、今後どうしてほし

いのかという意見は収集しております。以上で

す。 

○議長 松田昌邦 １３番 新垣千秋議員。 

○１３番 新垣千秋 観るだけで終わってしま

うケースもありますし、観ないことも考えられ

ますので、ウェブを使った研修、指導を行うと

きには、そこはしっかり注意をしていただきた

いと思います。また、高齢者の虐待に関してで

すが、家族による、要は養護者による虐待とい

うのは見えない部分が大きいかと思うんですね。

先ほど令和７年度３件ということですが、すみ

ません、聞き漏らしていたらごめんなさい、こ

れは介護施設ですか、養護者のほうでしょうか。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

こちらは介護保険施設の事故報告書に基づいて

の確認になります。 

○議長 松田昌邦 １３番 新垣千秋議員。 

○１３番 新垣千秋 それであれば、養護者、

家族、親戚、成年後見人という形でしょうか。

そこの虐待というのはなかなか把握ができない

のではないかと思うのですが、その辺りはどの

ように把握をされているのか伺います。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

虐待の把握については、施設については広域連

合が指定しておりますので、把握のほうも行っ

ております。ただ、通常の虐待等については、



 

― 74 ― 

地域包括支援センターであったり、市町村が対

応していると考えております。以上です。 

○議長 松田昌邦 １３番 新垣千秋議員。 

○１３番 新垣千秋 ありがとうございます。 

 今日の施政方針の中で、地域包括ケアシステ

ムの深化・推進というところ、そこで９つの取

組ということで上げられておりました。その中

にあります６つ目の取組、「介護に取り組む家

族等への支援の充実」、それから７つ目の取組

で「高齢者虐待防止の対策」ということを掲げ

ておられますので、その点は虐待が起こらない

体制づくりが重要だと思うんですね。施設の虐

待において人手不足、人材が不足していること

で疲弊につながり、それが虐待につながってい

るケースも考えられると思います。その点はど

のように把握されているのか。要は、虐待が起

こった原因、そこは究明されているのか伺いま

す。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

虐待の内容については、事故報告の中で具体的

に誰がどの時間帯にどのような虐待を行ったか。

その虐待が今後起こらないようにどのような対

策を取りますというところまで事故報告のほう

で提出されますので、それで把握をして、指導

助言を行っております。以上です。 

○議長 松田昌邦 １３番 新垣千秋議員。 

○１３番 新垣千秋 これまで伺ってきたのは、

虐待が起こった後の対応、対策等の内容だった

と思います。でも実際は介護の現場では、養護

者、家族が支えている場合もそうなのですが、

ヒヤリハットという昔から言われている言葉で

すが、虐待にはつながらないんだけど、虐待に

つながる可能性のある行動・発言、様々あるか

と思います。そのヒヤリハットの部分でしっか

り対策を取っていくというのも一つ有効ではな

いかと思うのですが、もちろんヒヤリハットの

報告を各事業所で上げてくださいとなると、た

だでさえ煩雑になっている事務作業が、現場で

もっと大変なことになる。仕事が忙しくなって、

本来介護というのは人と人を支える形で、人と

人がコミュニケーションを取って支えていくも

のだと思いますので、紙と向かうものではない

と思っているんですね。ただ、ヒヤリハットと

いう事象を、しっかりそこも研修であったり、

指導であったり、情報共有という場面で使って

いただけないかと思うのですが、その点の見解

を伺ってもよろしいですか。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

今、虐待に対する研修等については、広域連合

としても集団指導の中で情報発信ということを

行っているのですが、それ以外にも運営指導と

いうことで直接事業所に定期的に伺う機会があ

るというところで、その中で県が実施している

セミナーの受講状況であったり、事業所内での

研修の状況とかを把握しながら、その中でしっ

かり行っているのかというのを確認、指導助言

を行っております。以上です。 

○議長 松田昌邦 １３番 新垣千秋議員。 

○１３番 新垣千秋 ありがとうございます。

質問事項２に移ります。 

 質問事項２．介護の人材不足について。質問

要旨（１）介護現場で働く人が不足している現

状で、人材育成や人材確保のため取り組んでい

ること、また、今後取り組むことを伺います。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

人材育成につきましては、広域連合としても重

要な課題であると認識しており、引き続き県が

実施する研修やセミナー等の情報についてホー

ムページ等を活用し、関係事業所への周知に努

めてまいります。以上です。 

○議長 松田昌邦 １３番 新垣千秋議員。 

○１３番 新垣千秋 人材確保についてですが、

特養・グループホーム・在宅・訪問、介護とい
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うのは様々な種類がございます。その介護、当

然医療従事者も関わってくる場面ですので、そ

のどちらも不足しているというのが今の現状。

今後も不足していくということが予想されてい

るのですが、沖縄県後期高齢者医療広域連合、

こちらでも介護予防の一体的実施事業というこ

とを令和２年から取り組んでおりますので、後

期高齢者医療広域連合と連携して介護従事者、

医療従事者、そういう人材の育成というのもで

きないか。その点は情報交換であったり、当然

後期高齢者医療においても人材は不足している

ということは把握しているわけです。どちらも

不足しているのであれば、これは連携して共同

で人材を確保していく、育てていくということ

を取り組めないかというところを伺います。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

人材育成につきましては、どうしても研修プロ

グラムであったり、いろいろなものがあります

ので、基本的には県が社会福祉協議会であった

り、専門職のところに依頼をして育成を行って

いると認識しております。あと、後期高齢者医

療との連携につきましては、地域支援事業の予

防事業の推進については、実際後期高齢者医療

広域連合とも連携を図りながら、市町村にどの

ような支援を行っていけるかというのを、今議

論を行っているところであります。以上です。 

○議長 松田昌邦 １３番 新垣千秋議員。 

○１３番 新垣千秋 保育の現場では保育士確

保対策事業、そういう事業も行っていて、その

中には家賃補助であったり、試験対策、それか

ら県外からの移住の旅費であったり、あと産

休・育休の代替者の補助、そういう面で休憩に

関しても補助というのが保育の現場では行われ

ているのです。保育と同様に介護の現場という

のも、人生において一番大事な部分になってく

るかと思いますので、介護従事者、それから医

療従事者も含めていいのか少し悩むところなの

ですけれども、介護の現場においての人材確保、

人材育成というところも、その保育士確保対策

事業を何かしら参考にして制度としてつくって

いくというのを広域だけではなくて、これは多

分県全体で取り組まないといけないことになり

ますし、そういう意味でも後期高齢者医療広域

連合、あれは全県ですので、そことも連携して

こういう取組、新しいものになってくると思う

のですが、それはできないのかというのを伺い

ます。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

保育のものは分からないのですが、人材育成で

あったり、人材確保対策については、実際市町

村のほうでも福祉まつりで介護に関する周知で

あったり、やりがいづくりというのを推進して

いるというのは確認しております。あと、外国

人労働者のものも含めて、県からの情報があれ

ば周知していく。ただ、育成のところで広域連

合として独自の対応ができるかというと、今は

なかなか難しいというところもありますので、

広域連合でできることも含めて、また調査研究

をしてまいりたいと思います。以上です。 

○議長 松田昌邦 １３番 新垣千秋議員。 

○１３番 新垣千秋 どうしても保育士確保対

策事業というのも予算が伴うものになってきま

すので、広域ではなかなか難しい内容になると

思います。しかし、広域であるからこそ、これ

は必要だということで県に予算をつけてほしい

ということを伝えることは可能だと思うんです

ね。当然構成市町村、それぞれ首長がおります

ので、構成市町村としても介護人材の確保とい

うところで県にしっかり予算を取ってもらう、

そういう考えもできると思います。その点もぜ

ひ調査研究していただいて、どういう形で介護

人材を増やしていけるのか。当然、国は処遇改

善という部分も、次年度もしっかりつけていく

ということでニュースとかでも出てはいますけ
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れども、介護というのは最後、終末医療とかも

出ています。その部分でもすごく重要なポジシ

ョンになってきますので、そこはしっかり調査

研究していただいて、早急に手を打っていただ

きたい。施政方針でもおっしゃっていたように、

高齢者人口の増加、要介護者、要支援者の認定

者数も増加するということが初めにありました

ので、当然それは今対策をしてももう遅いかも

しれない。でも、対策をしないよりは、対策を

してしっかり備えていくということが大事だと

思いますので、そこはしっかり調査研究して進

めてください。それでは次の質問です。 

 質問事項３．介護サービスについて。質問要

旨（１）介護ニーズは増加していると思うが、

サービスを受けられないケースはあるのか伺い

ます。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

離島においては、診療所の通所リハビリで新規

の受け入れが困難な状況がありました。また、

Ａ町の訪問介護事業所より、Ｂ町被保険者から

要望はあったが、距離的に提供が難しいとの情

報がありました。以上です。 

○議長 松田昌邦 １３番 新垣千秋議員。 

○１３番 新垣千秋 ありがとうございます。

全体的に絶対数不足しているという情報は今は

ないのかと答弁の中では思いましたが、現在あ

る介護施設の数で十分なサービスが現時点で受

けられているのか。当然、今後も介護の認定者

の数は増えると言われている中で、今ある施設

の数で、介護というのはニーズに応えていける

のか。その点、見解を伺ってもよろしいですか。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

介護サービスの量については、先ほどお話があ

ったように、広域連合の中でもまだ全然使えな

いという状況はないということで把握している

のですが、国のほうでもその体制をどのように

つくっていくのか。今から不足していくという

のが分かっているというところもあります。先

ほど紹介しました、Ａ町の訪問介護事業所につ

いては、定額制であれば提供が可能ではないか

という話も伺っていますので、そういう形で地

域密着型のサービスで定額制のもので確保して

いけるのか。それも含めて、また市町村と協議

しながら、どのように見込んでいくかというの

は検討していきたいと考えております。以上で

す。 

○議長 松田昌邦 １３番 新垣千秋議員。 

○１３番 新垣千秋 ありがとうございます。

以前、訪問介護の報酬が減額されるということ

で一般質問にも取り上げさせていただいて、そ

の際にも倒産が増えるのではないかということ

で提起させていただきました。当然倒産数とい

うのは、沖縄県もこれから増えていく可能性は

ありますし、たしか新聞報道にも昨年ぐらいに

そういう倒産件数が載っていたかと思います。

まだまだ少ない件数ではありますが、介護の現

場というのは本当に厳しいですし、福祉におい

てはどうしても国・県の予算が必要な場面とい

うのはすごく多いと思います。その点も含めて、

介護サービスの利用者ニーズがしっかり受け止

められるように、また利用したいというときに

しっかり利用ができるような形で制度設計を進

めていただいて、取組も当然やっていただきた

いと思いますので、今後ともぜひその点はいろ

いろ研究していただいて、また県であったり、

沖縄県後期高齢者医療広域連合、それから各市

町村とも連携を取っていただいて進めていただ

ければと思います。今後どんどん厳しい現状に

なってくるかと思いますので、その点の見解を

伺って、一般質問を終わりたいと思います。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

今お話があったように、今からどんどん人材確

保というのは深刻になっていくのかと考えてお
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りますので、市町村ともしっかり連携を取りな

がら、どのような対応策が取れるのか、サービ

ス提供の確保ができていくのかというところは

検討してまいりたいと思います。以上です。 

○議長 松田昌邦 これで新垣千秋議員の質問

は終わります。 

 

 日程第６ 報告第１号 専決処分の報告につ

いてを議題といたします。 

 本案についての説明を求めます。 

 事務局長。 

○事務局長 糸数義人 報告第１号 専決処分

の報告について、ご説明いたします。 

 地方自治法第180条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分したので同条第２項の規定

により報告する。令和８年２月13日提出、沖縄

県介護保険広域連合長 赤嶺正之。 

 専決処分書 地方自治法第180条第１項の規

定により、平成15年８月27日議会の議決により

指定された１件100万円以下の損害賠償につい

て、次のとおり専決処分する。令和７年10月16

日、沖縄県介護保険広域連合長 赤嶺正之。記、

１相手方 Ａ社。２損害賠償額 ３万5,800円。

３事故の概要 車両事故による対物損害賠償。

令和７年６月12日木曜日午後１時頃、西原町字

兼久地内において町道を直進中、住宅駐車場か

ら後進にて町道に出ようとした相手方車両の後

部バンパーと、公用車の左側面が接触、損傷し

た。令和７年10月16日に示談が成立したので、

専決処分を行う。 

 報告第１号 専決処分の報告についての説明

は以上でございます。 

○議長 松田昌邦 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑のある方は、

挙手をお願いします。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 質疑なしと認めます。これ

で質疑を終わります。 

 なお、本案は報告案件のため討論・評決は要

しませんので、以上をもって報告第１号 専決

処分の報告については終了いたします。 

 

 日程第７ 同意第１号 沖縄県介護保険広域

連合副広域連合長の選任についてを議題といた

します。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 広域連合長。 

○広域連合長 赤嶺正之 同意第１号 沖縄県

介護保険広域連合副広域連合長の選任について。

沖縄県介護保険広域連合副広域連合長に下記の

者を選任したいので、沖縄県介護保険広域連合

規約第12条第３項の規定に基づき、議会の同意

を求める。令和８年２月13日、沖縄県介護保険

広域連合長 赤嶺正之。記、氏名 比嘉麻乃。

住所、生年月日は、表記のとおりでございます。

理由 渡久地政志副広域連合長が令和７年12月

11日付で任期満了により退任したことに伴い、

後任の副広域連合長として選任したいため、沖

縄県介護保険広域連合規約第12条第３項の規

定により、議会の同意を求めるものでござい

ます。 

 次のページに履歴書が添付されておりますの

で、お目通しをお願いいたします。ご審議の上、

同意を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長 松田昌邦 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これより質疑を行います。質疑のある方は、

挙手をお願いいたします。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 質疑なしと認めます。これ

で質疑を終わります。 

 これより同意第１号 沖縄県介護保険広域連

合副広域連合長の選任についてを採決いたしま

す。 

 お諮りします。本案は原案のとおり同意する
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ことにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 異議なしと認めます。した

がって同意第１号 沖縄県介護保険広域連合副

広域連合長の選任については、原案のとおり同

意されました。 

 

 日程第８ 同意第２号 沖縄県介護保険広域

連合副広域連合長の選任についてを議題といた

します。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 広域連合長。 

○広域連合長 赤嶺正之 同意第２号 沖縄県

介護保険広域連合副広域連合長の選任について。

沖縄県介護保険広域連合副広域連合長に下記の

者を選任したいので、沖縄県介護保険広域連合

規約第12条第３項の規定に基づき議会の同意を

求める。令和８年２月13日、沖縄県介護保険広

域連合長 赤嶺正之。記、氏名 徳元次人。住

所、生年月日は、表記のとおりでございます。

理由としまして、長浜善巳副広域連合長が令和

８年３月31日付で辞職することに伴い、後任の

副広域連合長として選任したいため、沖縄県介

護保険広域連合規約第12条第３項の規定により、

議会の同意を求めるものでございます。 

 次のページに履歴書が添付されておりますの

で、お目通しをお願いいたします。ご審議の上、

同意を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長 松田昌邦 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これより質疑を行います。質疑のある方は、

挙手をお願いいたします。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 質疑なしと認めます。これ

で質疑を終わります。 

 これより同意第２号 沖縄県介護保険広域連

合副広域連合長の選任についてを採決いたしま

す。 

 お諮りします。本案は原案のとおり同意する

ことにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 異議なしと認めます。した

がって同意第２号 沖縄県介護保険広域連合副

広域連合長の選任については、原案のとおり同

意されました。 

 しばらく休憩します。 

休 憩 （午前12時00分） 

～～～～～～～～～～～～ 

再 開 （午後１時30分） 

○議長 松田昌邦 再開します。 

 

 日程第９ 議案第１号 第４次沖縄県介護保

険広域連合広域計画についてを議題といたしま

す。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 事務局長。 

○事務局長 糸数義人 議案第１号 第４次沖

縄県介護保険広域連合広域計画について、ご説

明いたします。 

 本件は、第３次沖縄県介護保険広域連合広域

計画の計画期間満了に伴い、当広域連合の円滑

な運営及び総合的かつ計画的な施策の推進を図

るため、地方自治法第291条の７第１項の規定

及び沖縄県介護保険広域連合規約第５条の規定

に基づき第４次広域計画を作成し、議会の議決

を求めるものであります。なお、本広域計画の

期間は、令和８年度からの10年間といたします。 

 議案第１号 第４次沖縄県介護保険広域連合

広域計画についての説明は、以上でございます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 松田昌邦 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これより質疑を行います。質疑のある方は、

挙手をお願いいたします。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 質疑なしと認めます。これ
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で質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対者の発言を許します。 

 次に、賛成者の発言を許します。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 討論なしと認めます。これ

で討論を終わります。 

 これより議案第１号 第４次沖縄県介護保険

広域連合広域計画についてを採決いたします。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の

方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○議長 松田昌邦 挙手全員でございます。し

たがって議案第１号 第４次沖縄県介護保険広

域連合広域計画については、原案のとおり可決

されました。 

 

 日程第10 議案第２号 沖縄県介護保険広域

連合一般職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例を議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 事務局長。 

○事務局長 糸数義人 議案第２号 沖縄県介

護保険広域連合一般職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例について、ご説明いたしま

す。 

 本条例は、令和７年人事院及び沖縄県人事委

員会の給与に関する勧告を受け、当広域連合に

おいても給与条例について所要の改正を行う必

要が生じたことから提案するものであります。

なお、本条例の適用は当広域連合で採用された

職員が対象となっており、構成市町村から派遣

された職員につきましては、構成市町村の給与

に関する条例が適用されることになっておりま

す。 

 それでは、議案についてご説明いたします。 

 通勤手当第13条第２項第２号の改正は、通勤

距離を考慮して限度額を３万8,700円から６万

6,400円に引き上げるものであります。 

 期末手当第20条第２項は、支給割合を６月に

支給する場合においては100分の125、12月に支

給する場合においては100分の127.5のところ、

６月と12月で均等になるように100分の126.25

に配分するものであります。同条第３項は、定

年前再任用短時間勤務職員の支給割合を、６月

と12月で均等になるように100分の71.25に配分

するものであります。 

 勤勉手当第23条第２項第１号は、支給割合を

６月に支給する場合においては100分の105、12

月に支給する場合においては100分の107.5のと

ころ、６月と12月で均等になるように100分の

106.25に配分するものであります。同２号は、

定年前再任用短時間勤務職員の支給割合を、６

月と12月で均等になるように100分の51.25に配

分するものであります。 

 なお、この条例は、令和８年４月１日から施

行いたします。 

 議案第２号 沖縄県介護保険広域連合一般職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついての説明は、以上でございます。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○議長 松田昌邦 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これより質疑を行います。質疑のある方は、

挙手をお願いいたします。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 質疑なしと認めます。これ

で質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対者の発言を許します。 

 次に、賛成者の発言を許します。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 討論なしと認めます。これ

で討論を終わります。 

 これより議案第２号 沖縄県介護保険広域連
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合一般職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決

定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 異議なしと認めます。した

がって議案第２号 沖縄県介護保険広域連合一

般職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例は、原案のとおり可決されました。 

 

 日程第11 議案第３号 沖縄県介護保険広域

連合職員等の旅費に関する条例を議題といたし

ます。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 事務局長。 

○事務局長 糸数義人 議案第３号 沖縄県介

護保険広域連合職員等の旅費に関する条例につ

いて、ご説明いたします。 

 本条例は、国家公務員等の旅費に関する法律

の改正に伴い、宿泊料の上限付き実費制度や宿

泊手当等の創設等、所要の改正を行うために従

来の条例を全部改正するものであります。 

 主な改正内容としましては、宿泊費を定額支

給から上限付き実費支給とします。車賃は定額

（37円/㎞）を廃止し、その他の交通費として

実費支給とします。日当は、昼食代を含む諸雑

費や用務地内の交通費に充てる旅費から、宿泊

を伴う旅行に必要な諸雑費に充てる旅費に変更

し、宿泊を伴う出張にのみ支給する宿泊手当と

し、パック旅行商品代のための包括宿泊費を新

設するものであります。なお、この条例は、令

和８年４月１日から施行いたします。 

 議案第３号 沖縄県介護保険広域連合職員等

の旅費に関する条例についての説明は、以上で

ございます。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長 松田昌邦 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これより質疑を行います。質疑のある方は、

挙手をお願いいたします。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 質疑なしと認めます。これ

で質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対者の発言を許します。 

 次に、賛成者の発言を許します。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 討論なしと認めます。これ

で討論を終わります。 

 これより議案第３号 沖縄県介護保険広域連

合職員等の旅費に関する条例を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決

定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 異議なしと認めます。した

がって議案第３号 沖縄県介護保険広域連合職

員等の旅費に関する条例は、原案のとおり可決

されました。 

 

 日程第12 議案第４号 沖縄県介護保険広域

連合特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関

する条例の一部を改正する条例を議題といたし

ます。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 事務局長。 

○事務局長 糸数義人 議案第４号 沖縄県介

護保険広域連合特別職の職員で非常勤のものの

報酬等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、ご説明いたします。 

 本条例は、国家公務員等の旅費に関する法律

の改正に伴う沖縄県介護保険広域連合職員等の

旅費に関する条例の改正に伴い、特別職の職員

で非常勤のものの費用弁償に関する規定を改正

するものであります。 

 主な改正内容としましては、第１条で条文の

根拠法令において所要の改正をしております。
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また、車賃、日当、宿泊料、食卓料を廃止し、

新たにその他の交通費、宿泊手当、上限付き実

費制度の宿泊費、包括宿泊費の創設に合わせて

所要の改正をするものであります。なお、この

条例の規定は、令和８年４月１日から施行いた

します。 

 議案第４号 沖縄県介護保険広域連合特別職

の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例の

一部を改正する条例についての説明は、以上で

ございます。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長 松田昌邦 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これより質疑を行います。質疑のある方は、

挙手をお願いいたします。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 質疑なしと認めます。これ

で質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対者の発言を許します。 

 次に、賛成者の発言を許します。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 討論なしと認めます。これ

で討論を終わります。 

 これより議案第４号 沖縄県介護保険広域連

合特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関す

る条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決

定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 異議なしと認めます。した

がって議案第４号 沖縄県介護保険広域連合特

別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条

例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決

されました。 

 

 日程第13 議案第５号 沖縄県介護保険広域

連合介護保険条例の一部を改正する条例を議題

といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 事務局長。 

○事務局長 糸数義人 議案第５号 沖縄県介

護保険広域連合介護保険条例の一部を改正する

条例について、ご説明いたします。 

 本条例は、令和７年度税制改正による給与所

得控除の見直しに伴い、介護保険第１号被保険

者の所得段階に影響が生じ、保険料収入が一時

的に減少する恐れがあることから、第９期介護

保険事業計画期間中における保険料収入の安定

を図るため、所要の改正を行うものであります。 

 主な改正内容としまして、介護保険制度に於

いては、保険料段階を住民税の課税状況や合計

所得金額等に基づき設定しているため、給与所

得控除の最低保障額を55万円から65万円に10万

円引き上げることに伴い、保険料段階が下がる

者が生じる等の影響が発生します。そこで、令

和８年度中の保険者の想定しない保険料の収入

不足を防ぐ観点から、令和８年度の第１号保険

料に限り、給与所得控除の最低保証額の引上げ

の影響を遮断し、控除が従前のものとして保険

料を算定する仕組みとするものであり、対象者

は、給与収入が55万1,000円以上190万円未満の

第１号被保険者となります。なお、この条例の

規定は、令和８年４月１日から施行いたします。 

 議案第５号 沖縄県介護保険広域連合介護保

険条例の一部を改正する条例の説明は、以上で

ございます。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長 松田昌邦 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これより質疑を行います。質疑のある方は、

挙手をお願いいたします。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 質疑なしと認めます。これ

で質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 
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 まず、本案に対する反対者の発言を許します。 

 次に、賛成者の発言を許します。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 討論なしと認めます。これ

で討論を終わります。 

 これより議案第５号 沖縄県介護保険広域連

合介護保険条例の一部を改正する条例を採決い

たします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決

定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 異議なしと認めます。した

がって議案第５号 沖縄県介護保険広域連合介

護保険条例の一部を改正する条例は、原案のと

おり可決されました。 

 

 日程第14 議案第６号 令和７年度沖縄県介

護保険広域連合一般会計補正予算（第３号）を

議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 事務局長。 

○事務局長 糸数義人 議案第６号 令和７年

度沖縄県介護保険広域連合一般会計補正予算

（第３号）について、ご説明いたします。 

 一般会計補正予算（第３号）は、「歳入歳出

予算の補正」として、歳入歳出予算の総額から

歳入歳出それぞれ3,776万2,000円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億

3,729万9,000円とするものであります。 

 補正の主な内容につきましては、歳出に於い

ては、会計年度任用職員に関する人件費・主治

医意見書作成手数料・認定審査会委員報酬の減

額や介護報酬改定に伴うシステム改修委託料の

増額を計上しております。歳入に於いては、介

護報酬改定等に伴うシステム改修費国庫補助金

の増額や財源調整の為の基金繰入金の減額を計

上しております。 

 「第２条 債務負担行為の補正」は、介護保

険広域連合納入通知書等印刷業務委託につき、

その期間を令和８年度からのところ、令和７年

度からに補正するものであります。 

 それでは、歳入歳出補正予算の主な増減につ

いて、事項別明細書でご説明いたします。まず、

歳入についてご説明いたします。６ページをお

開きください。 

 ３款２項２目国庫補助金547万3,000円の増額

は、介護報酬改定等に伴うシステム改修に係る

補助金であります。 

 ７款１項１目財政調整基金繰入金4,323万

5,000円の減額は、歳出総額が減額になったこ

とに伴い、財源不足を補うための財政調整基金

繰入金の減額であります。 

 次に、歳出についてご説明いたします。７ペ

ージをお開きください。 

 ２款１項１目一般管理費787万3,000円の減額

は、パソコン等附属機器賃借料及びシステム使

用料の減額が主な要因であります。 

 ２款１項５目会計管理費127万円の増額は、

指定金融機関の振込手数料の増額となっており

ます。 

 ２款２項１目賦課徴収費26万5,000円の増額

は、コンビニ収納事務手数料の増額が主な要因

であります。 

 ２款３項１目調査認定費2,794万9,000円の減

額は、審査会委員報酬や会計年度任用職員に係

る人件費及び主治医意見書作成手数料の減額が

主な要因であります。 

 ２款４項１目給付管理費211万1,000円の減額

は、通信運搬費に係る10月までの実績と今後の

支出見込による減額が主な要因であります。 

 ２款６項１目趣旨普及費144万4,000円の減額

は、広報誌の入札残による減額であります。 

 ２款８項１目障害支援区分認定等事務費８万

円の増額は、認定審査会委員報酬の増額による

ものであります。 

 10ページから13ページの給与費明細書及び14



 

― 83 ― 

ページの「債務負担行為で翌年度以降にわたる

ものについての前年度末までの支出額又は支出

額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に

関する調書」の説明については、省略させてい

ただきます。 

 議案第６号 沖縄県介護保険広域連合一般会

計補正予算（第３号）の説明は、以上でござい

ます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 松田昌邦 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これより質疑を行います。質疑のある方は、

挙手をお願いいたします。 

 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 ８ページをお願いします。

２款総務費、３項調査認定費の１目調査認定費

の報酬の部分ですが、昨日も聞いた内容ではあ

りますが、改めて会計年度任用職員報酬、審査

会委員報酬の減についてどういう要因によるも

ので、今後の見通し、それから認定調査に要す

る期間の基準等をきちんとクリアできているの

かどうかについて、改めてお願いします。 

○議長 松田昌邦 認定課長。 

○認定課長 伊佐英明 まず、審査会委員報酬

613万9,000円の減になるのですが、当初490回

審査会を予定しておりましたけれども、423回

に回数を減らして、その分の委員報酬を減額し

ております。会計年度任用職員報酬526万6,000

円の減額については、会計年度任用職員３名分

の減額になります。あと見通しといいますか、

会計年度任用職員を増員する予定というのは、

現在のところ持っておりません。状況によって

採用するかどうかは決めていきたいと考えてお

ります。 

 要介護認定の期間ですが、調査員３名の減に

なるのですが、調査については十分間に合って

いけるという考えを持っております。以上です。 

○議長 松田昌邦 ほかに質疑はございません

か。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 質疑なしと認めます。これ

で質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対者の発言を許します。 

 次に、賛成者の発言を許します。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 討論なしと認めます。これ

で討論を終わります。 

 これより議案第６号 令和７年度沖縄県介護

保険広域連合一般会計補正予算（第３号）を採

決いたします。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

○議長 松田昌邦 挙手多数でございます。し

たがって議案第６号 令和７年度沖縄県介護保

険広域連合一般会計補正予算（第３号）は、原

案のとおり可決されました。 

 

 日程第15 議案第７号 令和７年度沖縄県介

護保険広域連合特別会計補正予算（第３号）を

議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 事務局長。 

○事務局長 糸数義人 議案第７号 令和７年

度沖縄県介護保険広域連合特別会計補正予算

（第３号）について、ご説明いたします。 

 令和７年度特別会計補正予算（第３号）は

「歳入歳出予算の補正」として、歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ４億509万7,000円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ394億9,918万5,000円とするものであります。 

 今回の補正の主な内容としまして、歳入３款

国庫支出金で国庫負担金の交付決定に伴う介護

給付費の追加交付による増額、８款繰入金で財

源調整の為の基金繰入金の増額、11款諸収入で
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令和６年度地域支援事業交付金の精算に伴う追

加交付が主な内容となっております。また、歳

出に於いては、１款保険給付費で実績見込みに

伴う増額や７款諸支出金で地域支援事業交付金

の算定誤りに伴う予算計上分の減額が主な内容

となっております。 

 それでは、歳入歳出補正予算の主な増減につ

いて、事項別明細書で歳入からご説明いたしま

す。５ページをお開きください。 

 ３款１項１目介護給付費負担金１億6,595万

3,000円の増額は、介護給付費負担金交付決定

に伴う国庫負担金の増額によるものであります。 

 ８款１項１目介護給付費準備基金繰入金２億

1,904万8,000円の増額は、歳出の増額に伴う財

源不足を補うための増額となっております。 

 11款３項４目過年度収入2,009万6,000円の増

額は、令和６年度分の地域支援事業交付金の精

算に伴う追加交付額であります。 

 次に、歳出についてご説明いたします。６ペ

ージをお開きください。 

 １款１項１目介護サービス等給付費３億

8,325万3,000円の増額は、介護サービス等給付

費における給付実績を踏まえ、最終給付見込額

を考慮したことによるものであります。 

 １款２項１目介護予防サービス等給付費

7,781万4,000円の増額は、介護サービス等給付

費における給付実績を踏まえ、最終給付見込額

を考慮したことによるものであります。 

 １款３項１目審査支払手数料760万9,000円の

減額は、介護サービス等給付費における給付実

績を踏まえ、最終手数料見込額を考慮したこと

によるものであります。 

 １款４項１目高額介護サービス等費7,900万

4,000円の増額は、介護サービス等給付費にお

ける給付実績を踏まえ、最終給付見込額を考慮

したことによるものであります。 

 １款５項１目特定入所者介護サービス等費

9,374万4,000円の減額は、介護サービス等給付

費における給付実績を踏まえ、最終給付見込額

を考慮したことによるものであります。 

 ２款１項１目介護予防・日常生活支援総合事

業費78万7,000円の増額は、地域支援事業交付

金の内示に伴う増額によるものであります。 

 ２款２項１目包括的支援事業・任意事業費

248万9,000円の増額は、地域支援事業交付金の

内示に伴う増額によるものであります。 

 ７款１項２目償還金3,689万7,000円の減額は、

令和６年度地域支援事業交付金の精算時に於け

る算定誤りによる予算計上額を減額するもので

あります。 

 議案第７号 令和７年度沖縄県介護保険広域

連合特別会計補正予算（第３号）の説明は、以

上でございます。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

○議長 松田昌邦 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これより質疑を行います。質疑のある方は、

挙手をお願いいたします。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 質疑なしと認めます。これ

で質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対者の発言を許します。 

 次に、賛成者の発言を許します。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 討論なしと認めます。これ

で討論を終わります。 

 これより議案第７号 令和７年度沖縄県介護

保険広域連合特別会計補正予算（第３号）を採

決いたします。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

○議長 松田昌邦 挙手全員でございます。し

たがって議案第７号 令和７年度沖縄県介護保
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険広域連合特別会計補正予算（第３号）は、原

案のとおり可決されました。 

 

 日程第16 議案第８号 令和８年度沖縄県介

護保険広域連合一般会計予算を議題といたしま

す。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 事務局長。 

○事務局長 糸数義人 議案第８号 令和８年

度沖縄県介護保険広域連合一般会計予算につい

て、ご説明いたします。 

 一般会計予算は、広域連合の主な事務的経費

及び調査認定に係る経費を計上しております。

令和８年度当初予算は、歳入歳出それぞれ16億

3,379万6000円を計上しております。前年度当

初予算と比較しますと、金額では3,689万8,000

円、率にしますと2.3％の増となっております。

増額の主な要因としまして、歳入の１款分担金

及び負担金で5,707万円の増、７款繰入金で

1,865万4,000円の減となっております。また、

歳出での主な要因としまして、２款総務費で

4,885万6,000円の増、４款諸支出金で1,178万

円の減となっております。 

 それでは、歳入歳出予算の主な増減について、

事項別明細書で歳入からご説明いたします。５

ページをお開きください。 

 １款１項負担金で12億144万1,000円を計上し

ております。対前年度比で5,707万円の増とな

っております。主な要因としましては、共通経

費負担金の増額分及び調査認定費負担金、市町

村事業費負担金の減額分となっております。 

 ２款１項手数料で263万3,000円を計上してお

ります。対前年度比で43万7,000円の減となっ

ております。主な要因としましては、督促手数

料及び事業所指定申請手数料の減額分となって

おります。 

 ３款１項国庫負担金で２億5,263万9,000円を

計上しております。対前年度比589万円の減と

なっております。主な要因としましては、低所

得者保険料軽減負担金の減額分となっておりま

す。 

 ３款２項国庫補助金で557万1,000円を計上し

ております。対前年度比で皆増となっておりま

す。主な要因としましては、介護報酬改定に伴

うシステム改修費補助金となっております。 

 ４款１項県負担金で１億2,631万9,000円を計

上しております。対前年度比294万5,000円の減

となっております。主な要因としましては、低

所得者保険料軽減負担金の減額分となっており

ます。 

 ４款２項県補助金で2,889万1,000円を計上し

ております。対前年度比224万1,000円の増とな

っております。主な要因としましては、介護保

険利用者負担助成事業及び島しょ型福祉サービ

ス総合支援事業の増額分となっております。 

 ５款財産収入、６款寄附金については、費目

存置でございます。 

 ７款１項基金繰入金で341万9,000円を計上し

ております。対前年度比1,865万4,000円の減と

なっております。 

 ８款１項繰越金で1,100万円を計上しており

ます。前年同額での計上となっております。 

 ９款１項延滞金、加算金及び過料、２項預金

利子については、費目存置でございます。 

 ９款３項雑入で187万9,000円を計上しており

ます。対前年度比５万8,000円の減となってお

ります。主な要因としましては、会計年度任用

職員の雇用保険料の減額分となっております。 

 次に、歳出についてご説明いたします。10ペ

ージをお開きください。 

 １款１項議会費で289万7,000円を計上してお

ります。対前年度比17万8,000円の減となって

おります。主な要因としましては、役務費（通

信運搬費）の増額分及び旅費、会議録作成委託

料の減額分となっております。 

 ２款１項総務管理費で５億6,349万8,000円を
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計上しております。対前年度比5,672万7,000円

の増となっております。主な要因としましては、

一般職員に係る人件費、使用料及び賃借料、第

10期介護保険事業計画策定委託料及びシステム

カスタマイズ委託料の増額分となっております。 

 ２款２項賦課徴収費で１億422万1,000円を計

上しております。対前年度比984万6,000円の増

となっております。主な要因としましては、会

計年度任用職員に係る人件費及び印刷・発送委

託料の増額分となっております。 

 ２款３項調査認定費３億6,611万9,000円を計

上しております。対前年度比2,358万6,000円の

減となっております。主な要因としましては、

会計年度任用職員に係る人件費、認定審査会委

員報酬及び主治医意見書作成手数料の減額分と

なっております。 

 ２款４項給付管理費で2,305万5,000円を計上

しております。対前年度比345万5,000円の増と

なっております。主な要因としましては、シス

テムの標準化に伴うコストアップ分（印刷製本

費、通信運搬費、委託料）の増額分となってお

ります。 

 ２款５項低所得者対策費で1,459万円を計上

しております。対前年度比44万3,000円の増と

なっております。内容としましては、負担金、

補助及び交付金の増額分となっております。 

 ２款６項趣旨普及費で1,372万3,000円を計上

しております。対前年度比19万円の減となって

おります。内容としましては、需用費の減額分

となっております。 

 ２款７項離島等支援事業費で1,994万5,000円

を計上しております。対前年度比210万9,000円

の増となっております。内容としましては、負

担金、補助及び交付金の増額分となっておりま

す。 

 ２款８項障害支援区分認定等事業費で1,551

万4,000円を計上しております。対前年度比29

万2,000円の減となっております。内容としま

しては、一般職員の人件費の増額分や費用弁償

の減額分となっております。 

 ２款９項地域支援事業費で194万7,000円を計

上しております。対前年度比34万4,000円の増

となっております。内容としましては、普通旅

費の増額分となっております。 

 ３款１項公債費は、費目存置でございます。 

 ４款１項償還金及び還付加算金及び４款２項

延滞金は、費目存置でございます。 

 ４款３項繰出金５億528万円を計上しており

ます。対前年度比1,178万円の減となっており

ます。内容としましては、低所得者保険料軽減

繰出金の減額分となっております。 

 ５款１項予備費は、前年同額の300万円を計

上しております。歳出は以上です。 

 議案第８号 令和８年度沖縄県介護保険広域

連合一般会計予算の説明は以上でございます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 松田昌邦 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これより質疑を行います。質疑のある方は、

挙手をお願いいたします。 

 ２１番 玉城陽平議員。 

○２１番 玉城陽平 13ページをお願いします。

これも昨日確認したことですが、13ページの２

款総務費、１項総務管理費の一番上の介護保険

事業計画策定委託料に関して、改めてお願いし

ます。外部委託でやる範囲と自前でやる範囲を

どのように整理していくのかということと、そ

れから事業者や地域のニーズ、構成市町村の声、

こういうものをどのようなプロセスで反映して

いくことになるのかというところと、オープン

データに関することですが、そういうものは盛

り込まれているのか。３点、お願いします。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

まず、事業委託と広域連合の役割についてです

が、基本的には広域連合のほうで計画は作成を
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行います。ですので、委託については、あくま

で計画作成の支援という形になっております。

市町村との連携については、広域連合と事業所

も含めて、市町村と意見交換をしながら計画は

作成していくというふうになります。あと、オ

ープンデータの取り扱いについては、現時点で

は仕様には盛り込んでいないのですが、運用に

ついては、また調査研究していきたいと考えて

おります。以上です。 

○議長 松田昌邦 ほかに質疑はございません

か。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 質疑なしと認めます。これ

で質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対者の発言を許します。 

 次に、賛成者の発言を許します。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 討論なしと認めます。これ

で討論を終わります。 

 これより議案第８号 令和８年度沖縄県介護

保険広域連合一般会計予算を採決いたします。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

○議長 松田昌邦 挙手全員でございます。し

たがって議案第８号 令和８年度沖縄県介護保

険広域連合一般会計予算は、原案のとおり可決

されました。 

 

 日程第17 議案第９号 令和８年度沖縄県介

護保険広域連合特別会計予算を議題といたしま

す。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 事務局長。 

○事務局長 糸数義人 議案第９号 令和８年

度沖縄県介護保険広域連合特別会計予算につい

て、ご説明いたします。 

 特別会計は、主に介護保険給付費・地域支援

事業に係る経費を計上しております。令和８年

度当初予算は、歳入歳出それぞれ389億965万

8,000円を計上しております。前年度当初予算

と比較しますと、金額では８億6,644万7,000円、

率にしますと2.2％の増となっております。増

減の主な要因といたしましては、歳入で１款保

険料３億4,621万8,000円（4.2％）の増、２款

分担金及び負担金１億1,384万7,000円（2.3％）

の増、３款国庫支出金で１億353万8,000円

（1.2％）の増、４款支払基金交付金２億3,489

万8,000円（2.3％）の増、５款県支出金１億

1,730万5,000円（2.1％）の増となっておりま

す。 

 また、歳出では１款保険給付費で８億4,412

万円（2.3％）の増、２款地域支援事業費で

3,271万4,000円（1.2％）の増となっておりま

す。 

 それでは、歳入歳出予算の主な増減について、

事項別明細書で歳入からご説明いたします。７

ページをお開きください 

 １款１項介護保険料で84億3,765万8,000円を

計上しております。対前年度比３億4,621万

8,000円の増となっております。要因としまし

ては、第１号被保険者保険料の増額分となって

おります。 

 ２款１項負担金で49億2,934万8,000円を計上

しております。対前年度比で１億1,384万7,000

円の増となっております。要因としましては、

市町村介護給付費負担金及び地域支援事業負担

金の増額分となっております。 

 ３款１項国庫負担金で65億8,644万7,000円を

計上しております。対前年度比1億6,535万

9,000円の増となっております。要因としまし

ては、第９期事業計画に基づく介護給付見込額

の増に伴う介護給付費国庫負担金の増額分とな

っております。 
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 ３款２項国庫補助金で20億741万9,000円を計

上しております。対前年度比6,182万1,000円の

減となっております。主な要因としましては、

介護給付見込額に対する調整交付金の減額分及

び地域支援事業交付金、保険者努力支援交付金

の増額分となっております。 

 ４款１項支払基金交付金で101億6,289万円を

計上しております。対前年度比２億3,489万

8,000円の増となっております。要因としまし

ては、介護給付費交付金及び地域支援事業交付

金の増額分となっております。 

 ５款１項県負担金で51億8,996万8,000円を計

上しております。対前年度比１億896万8,000円

の増となっております。要因としましては、第

９期事業計画に基づく介護給付費見込額の増に

伴う介護給付費県負担金の増額分となっており

ます。 

 ５款２項県補助金で３億9,995万8,000円を計

上しております。対前年度比833万7,000円の増

となっております。要因としましては、地域支

援事業交付金の増額分となっております。 

 ５款３項財政安定化基金支出金から７款１項

寄附金までは、費目存置となっております。 

 ８款１項基金繰入金で６億7,487万6,000円を

計上しております。対前年度比3,823万3,000円

の減となっております。要因としましては、介

護給付費準備基金繰入金の減額分となっており

ます。 

 ８款２項一般会計繰入金で５億528万円を計

上しております。対前年度比1,178万円の減と

なっております。要因としましては、低所得者

保険料軽減繰入金の減額分となっております。 

 ９款１項繰越金で1,400万円を計上しており

ます。前年同額となっております。 

 10款１項財政安定化基金貸付金は、費目存置

でございます。 

 11款１項延滞金、加算金及び過料で167万円

を計上しております。対前年度比66万9,000円

の増となっております。要因としましては、第

１号被保険者延滞金の直近の実績に基づく増額

分となっております。 

 11款２項預金利子は、費目存置でございます。 

 11款３項雑入で13万9,000円を計上しており

ます。対前年度比１万5,000円の減となってお

ります。要因としましては、会計年度任用職員

の雇用保険料個人負担分の減額分となっており

ます。歳入は以上でございます。 

 歳出をご説明いたします。13ページをお開き

ください。 

 １款（保険給付費）で362億3,513万円を計上

しております。対前年度比８億4,412万円の増

となっております。１款保険給付費の内容につ

きましては、第９期事業計画及び令和８年度事

業実績見込みを基に算出しております。 

 １項介護サービス等諸費で334億1,556万

3,000円を計上しております。対前年度比７億

9,885万3,000円の増となっております。 

 ２項介護予防サービス等諸費で６億3,709万

4,000円を計上しております。対前年度比1,070

万6,000円の増となっております。 

 ３項その他諸費で3,837万円を計上しており

ます。対前年度比63万4,000円の増となってお

ります。 

 ４項高額介護サービス等費で10億885万3,000

円を計上しております。対前年度比1,616万

5,000円の増となっております。 

 ５項特定入所者介護サービス等費で11億

3,525万円を計上しております。対前年度比

1,776万2,000円の増となっております。 

 ２款１項介護予防・日常生活支援総合事業費

で14億285万8,000円を計上しております。対前

年度比2,584万円の増となっております。要因

としましては、負担金、補助及び交付金の増額

分となっております。 

 ２款２項包括的支援事業・任意事業費で11億

6,525万円を計上しております。対前年度比682
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万2,000円の増となっております。要因としま

しては、負担金、補助及び交付金の増額分とな

っております。 

 ２款４項その他諸費で236万7,000円を計上し

ております。対前年度比５万2,000円の増とな

っております。要因としましては、国保連合会

へ支払う審査支払手数料の増額分となっており

ます。 

 ３款１項財政安定化基金拠出金は、費目存置

でございます。 

 ４款１項保健福祉事業費2,072万9,000円を計

上しております。こちらは交付額内示前につき、

前年度の決定額を計上しております。 

 ５款１項基金積立金から６款２項財政安定化

基金償還金までは、費目存置でございます。 

 ７款１項償還金及び還付加算金で5,331万

7,000円を計上しております。対前年度比1,026

万8,000円の減となっております。要因としま

しては、第１号被保険者保険料還付金の減額分

となっております。 

 ７款２項延滞金は、費目存置でございます。 

 ８款予備費で3,000万円を計上しております。

前年同額となっております。歳出は以上でござ

います。 

 議案第９号 令和８年度沖縄県介護保険広域

連合特別会計予算の説明は以上でございます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 松田昌邦 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これより質疑を行います。質疑のある方は、

挙手をお願いいたします。 

 １８番 永山清和議員。 

○１８番 永山清和 お願いします。歳出のほ

うです。17ページ、地域支援事業費の中で包括

的支援事業・任意事業の委託料111万9,000円の

業務内容、あるいは委託先等の説明をお願いし

ます。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

こちらはアドバイザー派遣事業委託業務という

ことで、生活支援体制整備事業のアドバイザー

の派遣を行っております。これは協議体の設置

に係るアドバイザー派遣事業となっております。

以上です。 

○議長 松田昌邦 １８番 永山清和議員。 

○１８番 永山清和 委託料の計上の仕方です

が、どこに委託しているという形になるのです

か。 

○議長 松田昌邦 しばらく休憩します。 

休 憩 （午後２時28分） 

～～～～～～～～～～～～ 

再 開 （午後２時30分） 

○議長 松田昌邦 再開します。 

 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 合同福祉会社の永

瀬さんという方と委託契約を結んで事業を実施

しております。 

○議長 松田昌邦 ほかに質疑はございません

か。６番 當山直彦議員。 

○６番 當山直彦 歳入の３款国庫支出金、２

項国庫補助金の保険者機能強化推進交付金と保

険者努力支援交付金の金額ですが、今回、令和

８年度の施政方針で保険者機能強化推進交付金

については評価指標の得点向上を目指し、構成

市町村と連携を強化する。また、保険者努力支

援交付金についても国の動向を踏まえて関係機

関と連携し、実績に応じた事業推進をするとお

っしゃっておりますが、その辺を加味した金額

設定になっているのかをお伺いします。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

今回、令和８年度予算を計上している部分につ

いては、令和７年度の交付決定額を計上してお

ります。まだ、令和８年度の金額が確定してい

ないものですから、前年度の額を計上しており

ます。推進につきましては、現在点数がかなり
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低いということでありましたので、入力マニュ

アルを市町村に提示して、入力を推進しており

ます。また、本年度、国の交付金担当の方をお

呼びして、講演会のほうを予定しております。

以上です。 

○議長 松田昌邦 ６番 當山直彦議員。 

○６番 當山直彦 こちらのほうは、今後金額

は上がっていくということで理解してよろしい

でしょうか。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

金額については、全国と比較しての国の決定額

になりますので、一概に上がるとは言い切れな

いのですが、点数のほうは確実に上げていきた

いと考えております。以上です。 

○議長 松田昌邦 ほかに質疑はございません

か。４番 島袋輝也議員。 

○４番 島袋輝也 歳出の17ページ、１目包括

的支援事業・任意事業費の中の18節負担金、補

助及び交付金の過年度分包括的支援事業・任意

事業の費目存置1,000円があるのですが、その

計上科目の意味、使いみちの説明をお願いしま

す。 

○議長 松田昌邦 計画推進課長。 

○計画推進課長 大城朝敏 お答えいたします。

過年度分地域包括支援事業・任意事業につきま

しては、過年度分の決定に変更があった場合に

歳出するための費目存置となっております。現

時点ではまだないのですが、過年度、これが発

生した場合に、ここから予算を組んで支出して

いくという科目になります。以上です。 

○議長 松田昌邦 ほかに質疑はございません

か。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 質疑なしと認めます。これ

で質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対者の発言を許します。 

 次に、賛成者の発言を許します。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 討論なしと認めます。これ

で討論を終わります。 

 これより議案第９号 令和８年度沖縄県介護

保険広域連合特別会計予算を採決いたします。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者挙手） 

○議長 松田昌邦 挙手全員でございます。し

たがって議案第９号 令和８年度沖縄県介護保

険広域連合特別会計予算は、原案のとおり可決

されました。 

 

 日程第18 議員派遣の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。議員派遣の件については、

別紙のとおり地方自治法第292条において準用

する同法第100条第13項及び会議規則第120条の

規定により、議員を派遣することにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 異議なしと認めます。した

がって議員派遣の件は、別紙のとおり決定いた

しました。 

 

 日程第19 閉会中の継続調査の件を議題とい

たします。 

 議会運営委員長及び議会活性化特別委員長か

ら会議規則第73条の規定により、お手元に配付

しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の

申出があります。 

 お諮りいたします。委員長からの申出のとお

り、閉会中の継続調査とすることにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 異議なしと認めます。した

がって委員長からの申出のとおり、閉会中の継
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続調査とすることに決定いたしました。 

 

 お諮りいたします。本定例会で議決されまし

た案件について、その条項、字句、数字、その

他の整理を要するものについては、会議規則第

45条の規定により、その整理を議長に委任され

たいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 松田昌邦 異議なしと認めます。した

がいまして、条項、字句、数字、その他の整理

は議長に委任することに決定いたしました。 

 

 これで本日の日程は、全て終了いたしました。 

 令和８年第72回沖縄県介護保険広域連合議会

定例会を閉会いたします。大変お疲れさまでし

た。 

閉 会（午後２時38分） 

 

 地方自治法第123条第２項の規定により署名

する。 

 

 沖縄県介護保険広域連合議会議長 

              松 田 昌 邦 

 

 署名議員（議席番号19番） 仲 村   哲 

 

 署名議員（議席番号21番） 玉 城 陽 平 
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